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質問項目 

代 表 質 問 通 告 書 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

市長施政方針について 

答弁者 

令和７年２月１４日 

午前１時３分 

受 

付 

No.１ 

市長・教育長等 

 

  

令和７年２月１４日 
会 派 名 公明党 

多摩市議会議員 池田 けい子 
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質 問 内 容 

 市長施政方針について 

今年に入り、市長は各種団体の要請を受け「エキサイティングな多摩市へ ―

市民自治と協創のまち―」と題した市長講演を行い、多摩市の現状や今後予定し

ている事業について話しをされました。“エキサイティング”と題したように、

もう“オールドタウン”とは言わせない！との思いが伝わり、ワクワク感がいっ

ぱいで、参加された方々からは、「子育てにやさしい街になっているね」「知らな

い間に聖蹟周辺も変わっていくね」「今日はいろいろ聞けてよかった」との声が

上がっていました。しかし、ワクワク感だけでは持続可能な行財政運営は成り立

ちません。物価高騰や働き方改革等による人手不足など大変厳しい社会情勢の中、

令和７年度は例年以上に臨機応変な対応が求められ、「ピンチをチャンスに変え

ていきたい」と、かつての市長の言葉を今再びとの思いで、所信表明を受け止め

させていただきました。施政方針の中で、複合施設や未利用地の活用などにおい

て、市民と一緒に検討を進めていくとありますが、不交付団体であるが故の苦し

さや、先行きが見えない中での財政の現状、そのうえで持続可能な施設の在り方

を考えていかなければならないことなど、まずは丁寧に市民に理解を求めていく

努力をしていくことが重要と考えます。動画メッセージなどでの発信を行ってい

る市長ですが、自ら市民のもとに出向き、厳しい財政状況も含め直接伝えていけ

ば、市民の理解も深まるのではないか…そのような機会をぜひ増やしていただき

たいとまずは希望し、以下施政方針について質問いたします。 

 

１．物価高騰対策について 

物価高騰の波は止まらず、食糧品や公共料金等の相次ぐ値上げの中、主食を

麺類に変えたり、葉物野菜などは 2分の１になったものを購入したり、冷凍食

品を活用するなど、消費者は創意工夫でこの苦しい状況を何とか乗り切ろうと、

健気に日々頑張っています。ようやく「賃金と物価の好循環」の実現が視野に

入ってきたとの見方がある一方で、多くの中小企業ではまだ十分な賃上げがで

きずにいます。低所得者の方々への経済的支援は大変重要と考えますが、若者・

子育て世代、また特に地域密着で頑張ってくださっている地元商店などへの支

援も急務ではないかと考えます。物価の変動に対する市の見解と、市独自の物

価高騰支援策についてのお考えを伺います。 

 

２．平和について 

世界では、紛争が続く中で核使用の可能性が取り沙汰されるなど、核兵器を

“使用できる兵器”と位置付けようとする動きがあることが強く懸念されてい

ます。被爆の実相を訴え続けてきた日本被団協がノーベル平和賞を受賞したこ

とは、長年にわたる尊い行動の功績を国際社会が高く評価した何よりの証左で

あるとともに、核兵器を巡る状況が著しく悪化していることへの強い警鐘では
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質 問 内 容 

ないかと思います。広島と長崎への原爆投下から 80 年となる本年、「核兵器廃

絶」へ、「戦争のない世界」へ…その挑戦は「平和」という“未来への最大の贈

り物”になるとの思いを、今を生きる私たち一人一人が自覚し行動に移してい

くことが大事だと思います。戦争の悲惨さ、平和の尊さをどう子どもたちへ伝

えていくのか、多摩市における平和への取組について伺います。 

 

３．こどもまんなか（子育て・教育）について 

（１）公明党は、「こども家庭庁」が創設されたことを大きな転換点と捉え、深

刻な少子化を打開するため、子ども政策の抜本的な充実を政府へ主張してきま

した。出産育児一時金の大幅な増額や伴走型相談支援、また男性の育休を取得

しやすくするための働き方改革や、若者の結婚を応援する事業も公明党の主張

が具体化しました。出産・育児に対する不安を解消し、子どもを持ちたいと願

う人が安心して子育てできる環境を一層拡充していかねばなりません。多摩市

はそのような環境になっているのかどうか…見解を伺います。 

 

（２）多摩市が他市に先駆けて行っている「こども誰でも通園事業」、「放課後

子ども教室」や「チャレンジクラスあたごスペース」など今後も大いに期待す

るところです。それぞれの現状と今後のさらなる取組みについて伺います。 

 

４．環境への取り組みについて 

（１）地球温暖化対策は、市民が一体となり、特に私たち大人が責任をもって

取組んでいかなければならない、大変重要な問題であり、喫緊の課題だと思い

ます。一昨年より多摩市ではペットボトルの水平リサイクルに取り組み、排出

ルールの徹底化を推進してきました。当初はルールが守られず、苦情や困惑の

声が数多くありましたが、現在はどうなのか、また学校等に設置している太陽

光発電の数値などの「見える化」も大切な啓発だとの指摘について、見解を伺

います。 

 

（２）「多摩市まちの環境美化条例」、「受動喫煙防止条例」のもと、啓発等に取

り組んできましたが、依然としてたばこのポイ捨て・歩きたばこが見受けられ、

喫煙所の在り方についても切実なご意見を伺うことがあります。温暖化だけが

環境問題ではありません。「みんなで取り組めば変えられる」との子どもたちの

言葉を真摯に受け止め、大人は恥じない行動をしなければならないと思います。

市の見解を伺います。 

 

５．安心・安全なまちづくりについて 

（１）1月 28 日、埼玉県八潮市で水道管の老朽化が原因とみられる陥没事故が
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発生し大きなニュースになる中、2月 11 日に千葉県大綱白里市で、翌 12 日には

大阪府堺市の堺区と美原区で相次いで水道管が破損したとのニュースがありま

した。近年の酷暑や豪雨、頻発する地震などの影響も多大な負荷となっている

のではないかと懸念されています。地下インフラの老朽化は全国的な課題です。

市の現状について伺います。 

 

（２）樹木の倒木事故も全国で相次いでいます。街路樹に限らず公園などでも

起きており、昨年の降雪による倒木、また近隣市で死亡事故が起きてから、私

のもとへも市民の方から「多摩市の樹木は大丈夫なのか」とご心配のお声が多

く寄せられました。自然環境では何百年という樹齢の樹木が存在しますが、ま

ちづくりのために植えられた樹木は、根が生育できる土壌が少なかったり、水

分が浸透しにくかったり、適切な剪定がされないなど、過酷で厳しい状況にあ

るのでストレスが多く、その結果倒木のリスクはより高まっているといわれて

います。見た目は元気な樹木でも、見えていない幹の中がダメージを受けてい

る可能性があるので注意が必要です。樹木は「景観の向上」だけでなく、人々

に安らぎをもたらす「心身の健康」、熱中症を防ぐ「木陰の創出」、さらには二

酸化炭素の固定や大気汚染の改善など、社会面・経済面、環境面のあらゆる価

値を与えてくれます。私たち公明党は、街路樹や公園等の樹木の整理・更新に

対して、どのような目的で植えられていて、どんな役割を果たしているのかを

考えたうえで、なによりそれは市民にとって安全かどうかを基本にすべきだと

思っています。市民の方々にも危険な樹木を見つけるポイントを学んでもらい、

市と協力して管理していくというのもご理解をいただくうえで一つの方法では

ないでしょうか、ご見解を伺います。 

 

６．地域の再生…「協創」について 

市長は高齢化が進行する中で、これまでの参画、協働を多世代、他分野に広

げていくことで、多摩市らしい地域共生社会・誰もがつながり支え合える地域

社会を実現していくことを目指して、昨年「協創」という考えを条例に取り入

れました。その仕掛けの一つとして「協創サポーター」制度をスタートさせ、

地域コミュニティの再生に向け、地域の皆さんの活動を応援していくとのこと

ですが、市が進める取組はイベントなどが多く、職員にとっては良い経験にな

り、スキルアップになるのかもしれませんが、本当にそれが地域を支えること

になるのでしょうか。地域コミュニティというと、住民同士の交流や助け合い

を通じて地域課題の解決や生活の向上を図ることを目的とした、自治会や管理

組合をはじめ、老人会や子ども会などといった組織や集まりが思い浮かびます。 

地域コミュニティの再生であるならば、住民の高齢化や加入数の減少で役員の

なり手不足が大きな問題となり、長年行ってきた行事ができなくなっている自
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治会などの再生をまずは考えていくべきであり、具体的支援が急務と考えます

が、見解を伺います。 

 

７．誰もが健幸で、自分らしく暮らすために 

（１）多摩市の高齢化率は全国平均より高いにもかかわらず、要介護・要支援

認定率は都内で一番低く、“元気な高齢者が多いまち”と言えます。それは市民

お一人お一人の努力行動に加え、様々な協働による成果ではないかと思います。

また、東京都は令和 7年度「シルバーパス」の住民税課税者の負担を引き下げ、

さらに紙製から IC カード化へと大幅に制度を見直すことを決めました。利便性

が高まり、高齢者の社会参加を支える事業として交通機関での使用データを基

にしたさらなる制度改善が期待されます。地域における移動手段の多様化や、

まちが再生していく中で、今後多摩市の高齢者の方々が自分らしく生き生きと

暮らしていくための健幸づくりについて伺います。 

 

（２）健康無関心層への働きがけが重要です。その課題解決のため、二つのア

プリを活用して「健幸ポイント」事業を実施しましたが、課題や効果をどう分

析したのでしょうか。令和 7年度、健康無関心層へはどのようなアプローチを

していくのか伺います。 

 

（３）手話を必要とする方の意思を尊重し、そのくらしと文化に対しての理解

と普及による共生社会の実現のため、今年 1月「多摩市手話言語条例」が施行

されました。手話を必要とするのはろう者だけでなく、ろう者の方と話したい

という人も手話が必要です。手話の普及、市民が手話を学ぶ機会の取組につい

て伺うとともに、11 月に日本で初めて東京大会として開催される「デフリンピ

ック」は、手話のみならず障害者スポーツの普及・啓発のチャンスだと思いま

す。パラリンピックに比べてまだ認知度が低い「デフリンピック」の周知につ

いて伺います。 

 

８．防災について 

能登半島地震の発災より１年が過ぎました。昨年９月に発生した奥能登豪雨

災害も重なり、被災地ではいまだ課題が山積しています。一刻も早い被災者の

生活再建に総力を挙げて取り組むとともに、これまで以上に被災地と被災者に

寄り添った対応が求められます。国では 2026 年度中に「防災庁」の設置を目指

していますが、能登半島地震をはじめとする大規模災害の経験から、防災教育

の充実、地域防災力の向上につながる取り組みが重要と考えます。私たち公明

党は、「防災・減災はまちづくりの柱」、「市民の安心と安全を確保することこそ

政治の一番の使命」の考えのもと取り組んでいるので、令和７年度の施政方針
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は正直物足りなく、不安に感じました。私は災害を防ぐには限界があり、防災

というより、一人一人が災害に備えていくことが大事ではないかという視点か

ら、「備災」という観点で、防災士として個人的に啓発を行ってきました。しか

し、いつ発生するかわからない漠然とした不安に対して「備えてください」と

懸命に呼びかけても、限られた居住空間や金銭的負担で「備える」ことの限界

に加え、できないことの恐怖心・不安を与えてしまっているのではないかと、

市民の方々と接する中で感じるようになりました。そんな防災の課題に対し、

いま話題になっているのが「フェーズフリー」という概念です。防災用品のほ

とんどは、普段はしまっていて使わず、非常時のみに取り出して使いますが、

フェーズフリーの考えを取り入れたものやサービスは日常のいつもの生活で便

利に活用できるのはもちろんのこと、非常時のもしもの際にも役立ちます。不

確定で予測のつかない災害リスクにコストやストレスを掛け続けて備えるので

はなく、日常時の生活の質を高めて、非常時にも役に立ちそうなモノやサービ

スで身の回りを満たしていく。そのような考え方のもと、まちづくりも進めて

いく。行政の計画に取り入れて進めている自治体もあり、庁舎の建て替えも控

えている多摩市においても、「フェーズフリーのまちづくり」を進めるべきと考

えますが、市長の見解を伺います。 
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答弁者 

代 表 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

２０２５年２月１４日 

会 派 名  日本共産党 
多摩市議会議員  大くま 真一 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

質問項目

市長施政方針について 

  

令和７年２月１４日 

午前１時３分 

受 

付 

 

No.２ 

市長・教育長等 
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 本来、基本的人権を保障し、誰もが健康で文化的な生活を享受できるよ

う行われるべき政治が、いま、大きく歪められています。今回の代表質問

では、国内外の状況にも触れつつ、市政課題とともに、多摩市として何が

できるのか、何をすべきなのかを考えていきたいと思います。 

 

１．徹底した対話による平和構築を 

昨年 12 月、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）がノーベル平和

賞を受賞しました。被爆者のみなさんが先頭に立ち、大きな潮流をおこし

た核廃絶の運動は、核兵器禁止条約という形で実を結び、３月には第三回

締約国会議も行われます。 

 

一方で、ロシアのウクライナ侵攻からすでに 3年が経過しました。東ア

ジアにおいても、ロシアと中国の連携強化、北朝鮮がロシアに協力し、ウ

クライナに部隊を派遣するなど緊張感が高まっています。中東においては、

イスラエルのパレスチナ侵攻とジェノサイドをめぐって対立が深まってい

ます。 

 

市民社会が勝ち取った、核兵器の違法化による抑止力論からの脱却の潮

流と、抑止力に固執し、軍事ブロック化を進める逆流がせめぎあっていま

す。 

 

基本的人権を保障し、住民の生命・財産をまもっていくには、土台であ

る平和の構築が不可欠です。以下、伺います。 

 

(1)  核兵器を中心とした武力による抑止力論が世界を危機にさらしていま

す。「核兵器も戦争もない世界」を実現するためには、旧態依然とした抑

止力論に基づき、軍事力によりお互いに威嚇しあうのではなく、徹底し

た平和的対話を積み上げていくことが必要です。 

 

ASEAN（東南アジア諸国連合）では、対話と包摂によって平和を作る、

平和の地域協力の流れが発展しています。こうした実践に学び、日本共

産党は「東アジア平和提言」を昨年 4月に発表しました。その要点は、

①外交の可能性を徹底的に追求し、対話による平和構築をすすめる、②

排除の理論をしりぞけ、すべての関係国を包摂して平和を創出する立場

を貫く、ということです。 

 

平和を構築していく上において、対立と分断、軍事力による膠着状態

を前提とする抑止力論は、いざとなったら武力を行使することを前提に

しています。つまり、国を、街を、人を破壊・殺害することを容認する

性質のものです。人が人らしく暮らしていくことのできる平和を築き上

げていくためには、核廃絶とともに、核武装の背景となっている抑止力

論を乗り越えていくことが不可欠だと考えますが、市長の認識をうかが

います。 
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(2)  自公政権は軍事ブロック化の動きを強めるアメリカの要請に応じて、

不安定な世界情勢を利用し、大軍拡を画策しています。 

 

長年、GDP 比１％を上限とされてきた防衛予算は 2027 年までに２％へ

と二倍へと引き上げられようとしており、過去の侵略戦争の反省から公

債をあててこなかった防衛予算に建設国債をあてるなど「禁じ手」まで

使っています。 

 

長島昭久首相補佐官の「防衛費の GDP 比２％以上へ引き上げ」発言を

国会で問われた石破首相は上限そのものを撤廃する考えを示しています。

先日の日米首脳会談では、「『日米同盟の抑止力・対処力』のさらなる強

化」で合意しており、このままでは、さらなる大軍拡、そのための大増

税や福祉の切り捨てが予想されます。 

 

暮らし福祉が切り捨てられ、市民生活にも、また、地方自治体の運営

にも、直接影を落としています。市長の認識をうかがいます。 

 

 

２．くらし最優先の政治へ 

前段で述べたように、不安をあおり、大軍拡を進める政治により、くら

しは後回しにされています。くらしを最優先にする政治がいま求められて

います。 

 

(1)  米や野菜、卵など生きていくのに欠かせないものにまで大幅な物価高

騰の波が押し寄せています。一方で国の税収は過去最高を記録していま

す。消費税によって、くらしに必須のものにまで重い税をかける日本の

税制のゆがみが、厳しい物価上昇の中でより浮き彫りになっています。 

 

①  所得が低いほど負担の重い消費税の構造的なゆがみ、逆進性につい

ては、消費税を推進してきた政府ですら否定できません。日本共産党

はこの必然的にゆがみを助長する消費税に一貫して反対し、廃止を求

め続けてきました。現在は廃止に向けて、まずは緊急減税を、食品は

非課税にと提案を続けています。 

 

消費税の逆進性がくらしや市政に及ぼす影響について、市長の認識

をうかがいます。 

 

②  今回の所信表明には「物価高騰」について、四度言及されています

が、いずれも「市政運営上の課題」という形で触れられています。非

正規雇用など低賃金で働く方やひとり親世帯、少ない年金でくらす高

齢者など、もともと経済的に厳しい状況にある方々の暮らしに深刻な

ダメージを与えている物価の高騰について、どう認識し、どう取り組

むのかうかがいます。 
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③  健康で文化的な生活を保障する生活保護や、さまざまな給付などく

らしを支える支援がある一方で、そのはざまで支援を受けることがで

きないまま困窮状態に陥っている方々がいます。「だれもが健やかで

幸せに暮らすまち」を目指す多摩市として、しっかりとした支援体制

をとることが必要だと考えますが、市長の認識をうかがいます。 

 

(2)  医療や介護、年金などの社会保障に関しては、政府自身が、また、与

野党問わず多くの政党がその世代間対立をあおり、自己責任論を補強す

る深刻な状況が続いています。いわゆる「闇バイト」による、強盗傷害

や殺人にまで至る事件については、世代間対立によるヘイトクライム（憎

悪犯罪）との指摘もあります。社会保障のあり方について市長の認識を

うかがいます。あわせて、世代間対立をあおる風潮についても認識をう

かがいます。 

 

 

３．公的責任について 

 まもなく３・11 東日本大震災、福島第一原発事故から 14 年を迎えます。

当時私はテレビアニメの制作として働いており、発災の瞬間、府中駅前で

バスの中から揺れるビルを目にして呆然としたのを覚えています。震災後、

「国土強靭化」が声高に主張される反面、実際には公的責任が放棄され、

日本全体が弱体化させられてきたということは、発災から一年以上が過ぎ

ながら復旧・復興が十分に進んでいない能登半島の状況を見ても明らかで

はないでしょうか。 

 

(1)  「自助・共助・公助」について。当初、公助が届くまでのおよそ三日

程度は「自助」、「共助」でしのぐ必要がある。というような形でこの言

葉が広がったと記憶しています。しかし、能登半島地震の事例を見れば、

その期間はいまや年単位にもなり得るというところまで、公的責任「公

助」が弱められています。 

 

所信表明では「自助・共助力の向上」がとりあげられていますが、「公

助」という言葉は出てきません。災害時などの非常時において、また、

その復旧・復興を進めるにあたっては「公助」として公的な責任が果た

されることが不可欠です。「自助・共助・公助」についての市長の認識を

うかがいます。 

 

(2)  しっかりと公的責任を果たしていくということを考えた際には、「公務

のあり方」をしっかりと位置付けることが必要です。 

 

①  自治体の業務について、「民間のノウハウを生かす」ということが

しきりに言われます。もちろん効率化を進める必要はありますが、民

間企業における営利活動と非営利の自治体業務は本来、違った性格を

もっています。たとえば、カウンターで長々とお話をされる方がいた
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場合、営利活動であれば、回転率をさげ、利益やそれを得るための機

会を損失する行為ですが、自治体の業務においては、その方が抱える

困難や制度的な不備などをくみ上げ、支援につなげるチャンスです。 

 

市議会議員として、市の業務を見渡した際に、公共施設や駐車場の

有料化、カフェなどの併設による飲食物の提供など「収益をあげるこ

と」を意図した取り組みも多くなっているように感じています。自治

体業務と営利化について市長の認識をうかがいます。 

 

②  昨年 11 月 1 日の段階で市の常勤職員 871 名にたいして、会計年度

任用職員は 692 名。単純に人数で比較すると 44%が会計年度任用職員

となっています。委託されている事業などを含めれば、また、市民と

相対する窓口などへの職員配置を考えれば、市民が「市の職員」とし

て目にする方の多くが、いわゆる「非正規公務員」という状況です。

こうした状況や、包括的民間委託、PFI などは、市の職員が市民の実

態に触れ、寄り添った対応を学ぶ機会やノウハウ蓄積を妨げ、市の業

務が後退する恐れがある点については、これまでも会派として指摘を

し、対応を求めてきました。市長の現在の認識をお伺いします。 

 

③  市の業務も複雑化、高度化し、スピード感が求められるようになっ

ています。個別の業務についてみていても、もっと職員の配置が必要

ではないかと感じることもあります。公的責任を果たすためにも、職

員配置を手厚くしていくことも必要ではないかと考えますが、市長の

認識をうかがいます。 

 

④  シティーセールスなどの観点から市内企業との協定などがむすば

れていますが、公の取り組みとしてみた場合に疑問を感じるものもあ

ります。例えば、様々な手続きに必要となる住民票について、市内企

業のキャラクターが印刷されています。そのキャラクターを好きか嫌

いかにかかわらず、キャラクターが印刷された住民票を使わざるを得

ない状況は、市の取組としてふさわしくないのではないでしょうか。

少なくとも選択制にする必要があると考えます。 

 

また、所信表明では、東京ヴェルディからランドセルカバーの提供

を受けるということも発表されていますが、他のチームを応援してい

る子どももいるなかで、そうした意思を無視する形にするべきではな

いと感じます。 

 

市が特定のキャラクターの使用や着用を「強制」する状況を生み出

すことについて、市長の認識をうかがいます。 

 

(3)  「国土強靭化」と言われながら、八潮市の道路陥没事故に象徴される

ように、くらしに直結するインフラの整備・更新については後回しにさ
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れてきたと感じています。とりわけ多摩市においてはニュータウンへの

入居開始から５０年以上が過ぎ、街全体のインフラ整備・更新が必要に

なっています。上下水道、道路、歩道などの整備・更新についての認識

をうかがいます。 

 

(4)  日本共産党多摩市議団はニュータウン再生について、市の施策の推進

を求めるとともに、「ニュータウンの生産者責任」として国や東京都がも

っと責任を果たしていくことが必要だと申し上げてきました。市長の認

識をうかがいます。 

 

 

４．「裏金問題」と民主主義について 

 ここまで述べてきたような、くらし・福祉を切り捨てる日本社会となって

いることの原因を、日本共産党は「アメリカいいなり」、「大企業いいなり」

のふたつのゆがみが原因だと分析しています。 

 

 この「大企業いいなり」政治の背景には、「政治とカネ」の問題があります。

そもそも、国民一人ひとりが、自ら支持する政党に寄附することは、主権者

として政治に参加する権利そのもの、「国民固有の権利」です。選挙権を持た

ない企業が献金することは国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するも

のです。これまでも企業が多額の献金や場合によっては違法な資金提供など

を通じて、政治をゆがめてきたことは大きな贈収賄事件が明らかになるたび

に指摘されてきました。 

 

 昨年、しんぶん赤旗がスクープした自民党の「裏金問題」がきっかけとな

り、大きな怒りが巻き起こる中で、衆議院で自公与党が過半数割れするとい

う新しい局面が切り拓かれました。 

 

実質的な企業献金である政治資金パーティを利用した裏金づくりは国の自

民党にとどまらず、地方議会にも広がっています。あきらかになった「都議

会自民党」による裏金づくりは、パーティ券の売り上げをそもそも半分しか

納入しなくてよいという形になっており、企業から受け取った金を直接、都

議などが受け取る形になっていると報じられています。政治家個人への企

業・団体献金が禁止されていることを考えれば、より悪質です。多摩市を含

む選挙区から選出されている都議会議員の名前も挙がっており、地域への影

響も大きなものです。 

 

(1)  「裏金問題」にかかわって、企業・団体献金については、昨年の代表

質問でも、「もはや透明化が先とは言えない状況ではないかと考えてい

る」、「国会で十分議論していただき、国民の理解が得られる結論を導き

出していただく必要がある」という答弁がありました。しかし、その後

の国会での議論は不十分なもので、とても国民の理解を得られるもので

はなかったことは、世論調査の結果などを見ても明らかです。あらたに
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都議会にも「裏金問題」が広がっていることが明らかになったこともふ

まえて、現在の認識をうかがいます。 

 

(2)  「裏金問題」への怒り、「カネで歪められてきた政治」への怒りが切り

拓いた、与党過半数割れという新しい局面について、所信表明では「伯

仲国会の荒波」と表現しています。もちろん、予算成立の可否など、市

政運営において、不安定要素や大変さなどがあることはあったとしても、

国民の審判によって、大きな政治変革がおこりうる状況になっているこ

とは評価すべきだと考えます。認識をうかがいます。 

 

 

５．住民自治をどう実現していくのか？ 

(1)  市長はまちづくりを地域住民と共に進めていく仕組みとして、地域委

員会、地域担当職員を提唱されてきました。しかし、なかなかその動き

が見えてきません。今回の所信表明では「協創サポーター制度をスター

トさせたこと」、「まずは、地域のお祭りやイベントで顔の見える関係づ

くりを進めること」、「そうした活動を通じて地域コミュニティの再生へ

とつなげていきたいこと」などが述べられています。市の職員が地域に

でて、地域の実情や様々なみなさんの思い、要望などを肌で感じるとい

う点では評価しますが、「まちづくりを地域住民と共に進めていく」とい

うこととはまだまだ大きな隔たりがあるように感じています。住民自治

をどのように実現していくのか。今後の取り組みと合わせて、市長の認

識をうかがいます。 

 

(2)  地域住民と共にまちづくりや地域コミュニティの再生を進めていくに

あたっては、住民との信頼関係の醸成が不可欠です。多摩市は、「多摩市

公共施設の見直し方針と行動プログラム（以下、行動プログラム）」で一

度その信頼関係を大きく損ないました。しかし、この間、「身近な公共施

設をまもれ」という多くの市民の声があがり、市もその声に向き合って

方向性を修正してきた取り組みは、改めて信頼関係を作り上げていく取

り組みとして、一定、評価をしています。今後、アセットマネジメント

計画へと移行するということですが、既存の「行動プログラム」とはど

う変わるのか。どういった点は堅持するのか。うかがいます。 

 

(3)  身近な公共施設の存続を願った市民の方からは、アセットマネジメン

ト計画に移行することで、これまでの議論がなかったことにされてしま

うのではないかという不安の声が上がっています。これまでの取り組み

を大前提として進められるということでよいのか。うかがいます。 

 

(4)  そうした不安が地域に広がっているなかで、「コミュニティ施設の今後

のあり方基本方針（素案）」、「児童館の今後のあり方基本方針（素案）」

が発表され、パブリックコメントも実施されています。コロナ禍などで

市民との協議が中断していた東寺方複合館についての協議を再開するタ
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イミングに重なり、多くの市民から「また、市の都合で一方的に決める

のか」という声が上がっています。ようやく再構築してきた信頼関係に

ひびが入っています。なぜ、この時期にふたつの「今後のあり方基本方

針」を発表したのか。市民との信頼関係醸成についてどう考えているの

か。うかがいます。 

 

 

６．地域交通について 

 度重なる減便や運転手不足の問題が報道されるなか、昨年 9月に事業者か

ら、ミニバス運行委託停止にむけた申し出があったことを契機に、多摩市で

も地域公共交通の問題が大きな課題として、市民にも認識されるようになっ

ています。12 月議会では、議会でも東京都や国にたいして、「経常経費部分に

ついての補助」や「運転手の確保・育成に関する補助」を求める意見書が可

決されました。 

  

 しかし、今回の所信表明では公共交通について、「自動運転」や「空飛ぶ車」

といったものでしか触れられていません。技術革新に期待する面はもちろん

ありますが、地域公共交通をまもっていくためには、いま喫緊の課題となっ

ている「お金と人」を緊急に確保するために、国や都に求めていくことが必

要だと考えますが、市長の認識をうかがいます。 

 

 

７．地域医療について 

 健幸まちづくり推進の項では、日本医科大学多摩永山病院の移転・建替え

について、南多摩医療圏構成５市での共同の取り組み、救急医療に携わる民

間病院への都の緊急財政支援について報告されています。多くの市民が不安

を感じているところであり、市議会としても要望書を提出し、一緒に対応を

求めてきたことでもあり、市長の取り組みを評価しています。 

 

 一方で、長年、多摩市や近隣の方々を受け止めてきた厚生荘病院の存続の

問題の際には、もっとできることがあったのではないかとも感じています。

様々な指摘があるなかで、「一時閉院」、「民間の労働問題」という法人側の説

明にのって問題を軽く見たことが、結果的に運営者である湖山医療福祉グル

ープの不誠実な対応を許すことにつながったと言わざるを得ません。 

 

 引き続き、市や地域住民に対しての説明を求めるとともに、厚生荘病院が

閉院させられてしまったことで、頼りにしてきた身近な病院を失った、和田、

東寺方地域の医療環境の充実を図ることが必要だと考えますが、認識をうか

がいます。 

 
 

８．統一協会の研修施設問題について 

 統一協会が市内の土地を取得し、研修施設の建設を計画している問題にた

いしては、市民・市長・市議会一体となって、建設に反対し、建設を中断さ
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せています。しかし、統一協会側は、引き続きもとめた白紙撤回については

否定しており。建設が再開しないとは限らない状況です。 

 

統一協会本体については、2023 年の 10 月には国から裁判所に解散命令請求

がだされ、本年 1月、東京地方裁判所での審理が終了したと報じられていま

す。 

 

 いよいよ、統一協会への解散命令が現実的になるなかで、改めて市として

施設建設計画の白紙撤回を求めるべき時だと考えますが、認識をうかがいま

す。 

 

 

９．予算のありようについて 

 所信表明では、来年度の予算編成について、様々な困難があることを列挙

しつつ、「当初予算ですべてを示すことを前提とした市政運営には限界があ

る」、「年度後半にあらためて提案させていただく」としています。しかし、

その年度後半に提案する予算の内容は何ら担保されていません。 

 

 市長が提案してきた予算を審査することは、市議会の大きな権能であり、

義務です。様々な困難があることは理解しますが、予算として示すことがで

きないのであれば、所信表明などの場を使って、もっと具体的にどういった

政策を進めるのか示す必要があると考えます。 

 

 公約を示し、付託を得る、政治家としての市長の認識をうかがいます。 
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質問項目 

代 表 質 問 通 告 書 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

市長施政方針について 

答弁者 

令和７年２月１４日 

午前１１時１９分 

受 

付 

No.３ 

市長・教育長等 

 

  

令和７年２月１４日 
会 派 名 自民党 

多摩市議会議員 松田 だいすけ 
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質 問 内 容 

１ トランプ大統領就任による影響 

今年１月２０日、トランプ大統領が就任し大統領就任演説がおこなわれました。

これまでの価値観の方向転換といっても過言ではない内容でもあり、それは日

本はおろか世界に大きく影響し、大きな方向転換をせざるを得ない内容もかな

り多くあったと思います。 

その中でトランプ大統領は就任日の大統領令でパリ協定からの再脱退を表明し

ました。さらに、今後、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）からも脱退する可能

性が残しています。また、バイデン政権が 2024 年 1 月に液化天然ガス（LNG）

輸出の新規認可を一時停止したのに対し、「エネルギードミナンス」をエネルギ

ー外交の主軸に据えるトランプ大統領は、就任日の大統領令で新規認可申請の

審査を速やかに再開するようにエネルギー長官に指示しました。 

 総じて、トランプ政権はバイデン政権の脱炭素化を中心とする政策を改め、

国産化石燃料の増産を重視し、さらにはその輸出拡大によって外交的影響力の

強化を図る方針であることが伺えます。IRA のうち見直し・撤回の対象とならな

い部分や、一部の州政府・ビッグテック企業の取り組みによる温室効果ガスの

排出削減は続くものの、バイデン政権が掲げた削減目標には到達せず、2050 年

ネットゼロ排出と現実の乖離が広がると予想されます。次に多様性政策推進の

撤回についてです。トランプ大統領は，民主党のバイデン前政権による出生時

の性と異なる性自認をもつトランスジェンダーの権利保護や多様性を促す政策

を撤回する大統領令に署名しました。連邦政府の DEI（多様性、公平性、包摂性）

プログラムを廃止する大統領令も出し、さらに DEI については「バイデン政権

が強制した違法で道徳に反する差別的プログラム」と断じ、関連の部署や役職

を廃止するよう指示し，人種平等や性的少数者の権利保護を推進したバイデン

前政権の大統領令も多数を撤回しました。 

市長は今回の施政方針の冒頭に、人権と平和、気候変動やコミュニティの醸成

や技術のイノベーションについてあらためて述べられました。 

トランプ大統領就任演説と市長施政方針の冒頭をふまえて以下質問します。 

 

（１）トランプ大統領は就任演説において「本日、『グリーン・ニューディール』

政策を終わらせる。電気自動車の普及策を撤回し、自動車産業を救い、偉大な

自動車産業労働者に対する私の神聖な誓いを守る。米国は再び製造国になる。

他の製造国が持ったことのない、どの国よりも大量の石油と天然ガスを持って

いる。それを活用する。石油価格を引き下げ、戦略備蓄を最大にまで補充し、

米国のエネルギーを世界中に輸出する。」と述べました、またカーボンニュート

ラルについてもこれまでの世界の流れと真逆の政策を打つというような方針を

述べました。 

これについての市長のご見解を伺います。 
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（２）またトランプ大統領は「私のリーダーシップの下、合憲的な法の支配の

下で、公正、平等、公平な正義を回復する。そして法と秩序を取り戻す。私は

人種とジェンダーを公私生活のあらゆる側面へ社会的に持ち込もうとする政府

の政策も終わらせる。白人と有色人種を区別しない、能力主義の社会を築く。

米政府の公式方針として、きょうから性別は男女の二つのみとする。」と演説で

述べ、これまで政府が推進してきた多様性プログラムの廃止も約束するとしま

した。これまで阿部市政で行ってきた平和・人権課における男女平等参画の取

り組みに相反する内容であると考えますが、市長は率直にどう感じたか伺いま

す。 

  

２ 市政運営について 

近年市民生活を悩ませている物価高騰や資材価格の高騰はコロナ禍からの需要

回復やロシアのウクライナ侵略、また特に日本においてはさらに円安や２０２

４年問題を要因としています。そういった状況に加えて高度経済成長期に建て

られたビルや公共施設が建て替え時期を迎え、建設従事者の人手不足により賃

金を大きく上げないと大手でも人材が集まりにくくなっている状況です。市長

は施政方針において、物価高騰、人件費増に対して税収の伸びが追いつかない

と言っていますが、実際そうであり切実に思うことを述べられたのだと思いま

す。 

実際、市内の中小零細企業も建設工事費の大暴騰、大手企業の新卒初任給が 40

万円という話も出ている中、市内の中小零細企業が請負う工事費、委託費など

は何ら変化がない状況にあり、しかしながら賃金を上げなければ従業員を雇え

ず、そればかりか従業員が他へ行ってしまうという現状であります。これは市

内中小企業だけの課題ではなく、以前は安定した収入で人気だった自治体職員

の退職が止まらないという状況もあります。総務省集計によると、教員や警察

などを除く一般行政職のうち、2022 年度に主に自己都合で仕事を辞めたのは 1

万 2501 人。13 年度は 5727 人で、約 10 年で 2.2 倍となりました。待遇への不満

や業務量の増加が影響しているとみられています。30 代までの若手が全体の 3

分の 2を占め、住民サービス低下や組織弱体化が懸念され、特に１０年選手と

言われる若手基幹職員の離職も顕著であり、今後の行政運営において『持続可

能な』という点で深刻な問題であると考えます。 

それらをふまえ以下質問します。 

 

（１）この市内中小零細企業や小売業などの請負工事費や、販売価格になかなか

反映できない状況について市はどのように把握して、どう考えるか伺います。 

 

（２）物価の高騰については市民生活の上でもガソリン代や電気ガス代、また食
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料品特にコメの高騰は 5キロ 5,000 円という従来の価格からまさに倍の価格に

高騰するという事態であります。これらの物価高騰について市の見解を伺いま

す。 

 

（３）市区町村において他市や県庁、また都庁職員に転職する職員が急増して

おり、また、自治体職員から大手建設会社など民間の大手企業への転職が非

常に多い状況です。本市の市若手職員の離職、転職について現状どのように

認識しているか、またその要因は何にあると考えているか見解を伺います。 

 

（４）自治体職員への就職の人気低迷や離職の要因の一つに「カスタマーハラ

スメント」も影響していると考えます。これまでは単にクレームとして一括

りにされていましたが，クレーム・苦情といわゆるカスハラは明らかに違い，

不当な要求，迷惑行為，暴言などについて明確化されました。全国自治体で

も取り組みが進み，東京都でも４月から「カスタマー・ハラスメント防止条

例」が施行されることとなりました。クレーム対応やカスハラ対応について

のマニュアルは各自治体で作成されてきましたが，新たに条例がスタートす

る上でマニュアルの作成や見直しをすることが働きやすさや，働くことのや

りがいに繋がると考えます。市の見解を伺います。 

 

（５）先に述べた若手職員の採用難やベテラン職員の大量退職により人材の確

保と技能の継承が喫緊の課題となっています。 

一方で、住民からは従来と同様、あるいはそれ以上の行政サービスの質が求

められているため、減少した職員数でこれを担わなければならない状況にあり

ます。AI 導入は、限られた人員で質の高い行政サービスを維持するための切

り札として大いに導入メリットが期待されるところです。我々の会派から一般

質問などでもしばしば取り上げてきた内容ではありますが，総務省の調査によ

れば、「生成 AI を試用したが活用範囲が限定的であり、業務効率化にまでは至

らなかった」とする自治体も少なくないようです。 

生成 AI には「ハルシネーション」と呼ばれる事実に基づかない誤情報を生

成する現象が存在し、この現象は完全には制御できず、自治体業務における正

確性の要求を満たすうえで大きな障壁となっています。 

多摩市での試行導入の結果、メリットや導入活用における課題について見解

を伺います。また、東京都などの生成 AI 導入の事例や chatGPT などの利用の

事例などについて調べた結果などについてもあれば併せて伺います 

 

（６）公民連携や官民連携について、これは以前からもずいぶんと全国の地方

自治体で取組みが行われてきましたが、実際のところどこまでできるかにつ
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いて本音と建前が存在して効果的な取組みがなされていないようにも思いま

す。ここで本当の公民連携を進める必要があると考えます。公民連携と官民

連携は同じ意味で用いられたり受け取られる場合が多いですが、違いとして

は，『民間主導で行う公共サービス』と『行政と民間が行政主導で公共サービ

スを行う』という違いがあります。今回施政方針で公民連携として明記した

狙いと具体的な取り組みについて伺います。 

 

３ 市庁舎建替えや道路・公園などの維持管理について 

多摩市市庁舎建替えが前述した社会情勢もあり当初の 123 億円よりも大幅に増

額され 174 億円に上ることになりました。この建設工事費の高騰は近年全国的

に庁舎や公共施設の建替えが行われる自治体が抱えている悩みであり 1年でこ

こまで工事費が上がってしまうのかと本当に驚く金額です。その事例の中には

新庁舎建設計画で工事などを担う事業者の入札不調となり計画が止まってしま

う事例や，幾度となく中止と延期を繰り返し未だ検討作業中という事例もあり

ます。 

千葉県の八千代市ではやはり事業者の入札不調が発生し，計画が一時ストップ，

事業費削減などのため設計と施工を一括発注する「デザインビルド方式」を採

用していましたが，八千代市は別々に発注する方式への切り替えも含め，なる

べくの早期着工に向けて検討をおこないました。その結果，今後も工事費は上

昇傾向にあり事業を延期した場合は更なる工事費増を招く恐れがあり、実施設

計業務の中で工事費を精査し，予定通りの着工を目指すことになりました。八

千代市では建設事業者にヒアリングを行ったところ従来方式や建設工事，電気

工事，機械工事を分けて発注する分割発注方式を参加しやすいとする意見が挙

がり従来方式に変更となりましたが当初の 83 億円の見込みから 47 億円の増と

なり約 130 億円で今年の１０月から工事が着工することとなりました。 

東京の中野区「中野サンプラザ」跡地の再開発事業では区が選定した事業者が

着工に必要な認可を都に申請した 3ヶ月後に工事費が想定していた 2639 億円を

900 億円以上上回ることが判明し急遽都への申請が取り下げられるという異例

の事態となっています。 

他にもこういった事例は揚げればキリがないというほど存在しますが，資材高

騰は今後鈍化することがあるとしても人口減少高齢化が進む中で人手不足は変

わらず人件費が下がる見込みはありません。 

庁舎の建て替えに限らず道路公園などの維持管理についても同じ状況になるこ

とも大いに懸念されます。 

これをふまえて質問します。 

 

（１）多摩市でも庁舎建替えの工事費が当初の見込みよりも高騰し，延期とい
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うことになれば現状見ると更に工事費が高騰することは容易に考えられます。

国は労働者の休日確保も考慮した適切な工事設定などとの呼びかけはしていま

すが人口減少と人手不足の中で何が適切な工事設定なのか予測を見込めない状

況でもあります。それがまた工事費にも影響してしまうわけでありますが，こ

の現状について市の見解を伺います。 

 

（２）前述した八千代市の庁舎建替えなどでは不調により工事の事業手法・整

備手法自体の変更を行なっていますが，他自治体などでもこういった状況が出

てくるのではないかとも予想されます。市の見解を伺います。 

 

（３）昨年９月に隣の日野市で樹木落下により 36 歳の男性が下敷きになり死亡

したという事故があった。事故を受けて市内全域の緑地や公園などの樹木を点

検した結果，枝の落下や倒木の危険性があるなど緊急対応が必要な樹木が 700

本あることが確認された。日野市はさらに専門的な点検をし必要に応じて伐採

剪定を行うことを決め約１億８６００万円の補正を組み今年度中に対応を完了

することとなりました。 

我々多摩市も言うまでもなく公園緑地また遊歩道などに緑樹も非常に多く，維

持管理に苦心しているところであるが，日野市での事故発生以降，我々議員も

市民からの事故に対する不安問い合わせも非常に多い状況です。樹木の落下・

倒木事故に対する市の懸念や今後の対策について伺います。 

 

（４）『多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム』の策定は市民・行政・

議会が今後の持続可能な行財政運営というものを考えるうえでも危機意識や施

設の在り方を共有する意味でも非常に良かったと評価しております。少し細か

い話にもなりますが次期計画である『(仮)アセットマネジメント計画』を策定

するにあたり、駅前の一等地をいかに今後活用していくかも施設や未利用地の

扱いとしては優先度が高いことだと考えます。多摩市が今後進めていくであろ

う宿泊施設の誘致なども含め見解を伺います。 

 

４ にぎわいの創出について 

市長は今回施政方針において、子ども、若者、子育て世代への相談支援の充実。

これまでも取り組んできたコミュニティの醸成、地域協創。主要 3駅を中心と

したまちづくりとにぎわいの創出について述べられました。 

特にコミュニティの醸成については全国自治体、また市内各団体が色々と試行

錯誤して取り組みを行なっているところです。 

私の関わる限りのコミュニティといえば、消防団、神輿会、自治会、神社氏子

会、青年会議所、青少協等々ありますが、必ず出てくる課題が担い手不足にな
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りつつあると言う課題です。先日も法人会の組織委員会で、今年は去年に比べ

て退会者が減って良かったと話し合いをしていたもののここ近年参加者がプラ

スになった試しがありません。地域コミュニティやボランティアに近い団体な

どへの参加を促す際に兎角メリットは何かと考えがちですが、過去コミュニテ

ィがにぎわっていた時代にはたしてそういうことを考えて人が参加していたの

か疑問もあります。行き過ぎた多様性の中で個人偏重主義に世の中が変わって

いってしまったのかなと考えてしまう部分もあります。 

多摩市の協創推進の取り組みについて以下質問します。 

 

（１）エリアミーティングを行なってみて参加者の層や、出てきた意見の中で

取り組むことができそうなものなど内容について伺います。 

 

（２）本来地域コミュニティは行政サービスの及ばない部分を地域住民がお互

い支え合いながらカバーしていくという部分が多分にあったように思います。

多摩市の目指す最終的な地域協創のカタチについて見解を伺います。 

 

（３）主要３駅の賑わい活性化の中で永山駅周辺エリアで UR による建替え計画

が進んでいますが、一番の課題である若い世代、子育て世代の呼び込み、定住

促進について市としてどのように関われるか見解を伺います。 

 

（４）企業立地促進条例の改正による宿泊業界、宿泊施設の誘致について、我々

会派としても望むところでありますが、比較的にインバウンド需要のある多摩

市としてはどの程度の規模で宿泊施設誘致を期待しているのか見解を伺います。 

 

５ 施政方針のむすびにおける市長の想いについて 

市長は今回の施政方針のむすびで将来を見据え、自動運転バスや移動モビリテ

ィ、さらには聖蹟と羽田を上空で結ぶ「空飛ぶ車」構想まで東京都などに提案

したことを披露されました。わたしはこういったことを施政方針に記載するの

は阿部市長にしては珍しいことだなと思いましたが、市長にはそういう姿勢で

常にいてもらいたいとも思います。現実的なところでいうと自動運転バスにつ

いてはもはや喫緊の取組むべき課題になりつつあり、特にニュータウン地域に

おいては道路が他市に比べ完全に整備されている自動運転にうってつけの地域

と思っております。 

最後に『空飛ぶ車』よりもさらに現実的な自動運転導入について市長のご見解

を伺います。 
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質問項目 

代 表 質 問 通 告 書 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

市長施政方針について 

答弁者 

令和７年２月１４日 

午前１１時２１分 

受 

付 

No.４ 

市長・教育長等 

 

  

令和７年２月１４日 
会 派 名 ネット・社民の会 

多摩市議会議員 岸田 めぐみ 
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質 問 内 容 

阿部市長は４期目にあたり、社会で弱い立場にある存在にしっかり目を向け

ること、公正で自由な社会の実現に貢献すること、持続可能である市政運営の

モデルを模索することを基本的な考え方、姿勢だとし、改めて初心に立ち返る

と市長所信表明で述べました。今まで策定した条例や宣言が結実する一年なの

だと思います。４期の最終年度だということを踏まえ、環境と人権の視点から

質問致します。 

  

1．環境について 

（１）「総合計画から１年余りの間にも、地球沸騰化ともいわれる気候変動は

想像を超えて進んでいます」とありますが、そのために必要なのは総合体育館

への空調設置だけなのでしょうか。そのように考えた理由を伺います。 

（２）市営関戸住宅の LED 化や断熱ガラスを入れることは、環境の視点からも

健康や福祉の視点でも必要なことだと思います。一方で子どもたちが最も長い

時間を過ごす学校の対策も必要です。学校の遮熱や断熱はどうなっているので

しょうか。 

（３）連光寺六丁目農業公園の実施設計において、専門家からどのような意見

を聞いてきたのか、聞いていくのか。またそれをどのような場で決定し、どう

反映していくのか伺います。 

  

２．福祉について 

（１）障がい者差別解消条例や子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進

する条例（以下、子若条例）に照らし、子どもの学ぶ権利や社会参加を保障す

る通学について決算時に質疑をしました。通学は「空飛ぶ車」についてより

も、市民にとって切実な問題だと考えますが、どのような検討が行われてきた

のでしょうか。 

（２）団塊の世代が全て７５歳に達する年になります。高齢化に伴い増えるで

あろう認知症に対しては、施政方針からも一定の備えをしてきたことが伺えま

す。高齢者の一人暮らしも増加傾向にありますが、どのような準備をしてきた

のでしょうか。 

（３）支援や介護を必要とする人が増え、家族を介護する人も増えます。その

中で心や体が弱り、社会的にも孤立することがあります。介護をする人も支援

を必要とする場合もあると考えますが、介護者への支援について伺います。 

 

３．子ども・若者について 

 （１）3年前の市長所信表明の代表質問で「子若条例に基づく取組を推進する

にあたり、「権利の保障」の観点から、相談体制や救済制度の創設について

は、この条例がしっかり機能するための重要な取組であると認識しています」
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質 問 内 容 

「これからの４年間で取り組んでいきます」と答えています。４年目の今年、

施政方針には触れられていませんが、子ども・若者の権利保障の観点の相談体

制と救済制度はどのようになっているのでしょうか。 

（２）市長は子どもから若者への切れ目ない支援にこだわり、子若条例をつく

りました。施政方針の中でこども家庭センターを健康センター内に開設し、妊

娠期から継続して子ども及び家庭の相談支援を行うとありましたが、30 歳代

の若者までの体制はどのようになっているのでしょうか。 

 （３）子若条例には、子ども・若者のまちづくりの参画が謳われています。お

となが子ども・若者の意見を収集するだけでなく、成長に応じた情報提供と意

見表明が社会に影響力を発揮できるようにしていく必要があります。多摩市子

どもみらい会議での「子どもたちの提案の中には、市として早急に取り組む必

要があるものも含まれていたことから、関係各課でできることに着手します」

とあります。その内容について伺います。 

（４）児童青少年課は、児童館の機能や役割を整理しながら、１０代の子ども

や若者の主体性・自主性が尊重される余暇活動の場であるユースセンターにつ

いて勉強していると議会で答弁していました。運営主体も子どもや若者が行う

余暇活動ができる環境は本市にも必要だと考えますが、お考えを伺います。 

 

４．女性について 

（１）DV や性被害、生活困窮など、女性をとりまく状況は「困難な問題を抱え

る女性への支援に関する法律」（以下、女性支援新法）を制定するほど深刻で

あり、本市においても男女平等参画推進審議会から「困難な状況にある女性へ

の横連携による支援に関する提言」が昨年出されています。そして議会におい

てくらしと文化部は、女性支援新法について「大変意義の深い法律が制定され

た」と答弁していますが、施政方針には触れられていません。改めてこの答弁

の意味、また女性支援新法の理念や目的をどう捉えているのか伺います。 

  

 

資料要求欄（資料要求がある場合は、以下に記入してください。） 

① 各学校の教室と体育館の断熱や遮熱の状況一覧 

② 各学校の教室と体育館の温度 ３年分 

③ 総合体育館への空調設置等で増えると予想される温室効果ガス量とその対

策として減らす予定の温室効果ガス量 

④ 連光寺６丁目農業公園についての意見一覧（専門家・各団体・地域・2月

20 日の説明会のものをそれぞれ別に） 

 



 

 

 

一般質問  
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答弁者 

一 般 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

令和７年２月１２日 

多摩市議会議員 折戸 小夜子 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

 

質問項目

１ 日米地位協定の抜本的な見直しを 

２ 気候非常事態での自然災害への備えを 

 

  

市長・教育長等 

令和７年２月１２日 

午後３時５４分 

受 

付 

 

No.１ 
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項 目 別 質 問 内 容 

１ 日米地位協定の抜本的な見直しを 

今年は戦後 80 年の年です。 

日米地位協定は 1960 年（昭和 35 年）に日米間で締結されて以来、一

度も改定されていません。 

米軍基地、米軍の活動、これらに付随する様々な分野は市民の生活と

密接に関わり様々な問題を引き起こしています。 

米軍基地からの油漏れ、PFOS や PFOA 等の有機フッ素化合物の排出、

土壌汚染や有害廃棄物、米軍機による昼夜を問わない爆音被害などの環

境破壊や、米兵、軍属による事件事故、頻発する女性への性暴力など基

地周辺の自治体では市民が深刻な被害を被っています。 

国民の基本的人権の尊重及び環境保全の観点から、地位協定の抜本的

な見直しは主権国家として極めて重要だと考えます。 

日米地位協定の見直しは、米軍基地が集中する一地域の問題だけでは

なく、我が国の外交・安全保障、国民の命・人権・環境問題であると考

えます。 

そこで、地方自治体から民意を、全国市長会でも国に対して日米地位

協定の抜本的見直しの決議を国へ挙げる対応を、阿部市長から発信して

いただきたいと考えています。 

市長の見解を伺います。 

 

２ 気候非常事態での自然災害への備えを 

多摩市は 2021 年 11 月に市制施行 50 周年を迎え、これからの 50 年に

向けてスタートしています。 

 多摩市の街の特徴は山を切り崩して、ニュータウンが人工都市として

誕生した歴史だと思います。 

 他市にない歩車道分離の遊歩道は、地域と地域を橋で繋げて散策する

には快適な道路です。公園は多く、緑が多くて住みやすいとの評価が高

いところです。地球温暖化で台風、線状降水帯、大寒波で大雪など、各

地で甚大な被害が起きています。 

 又、30 年以内に発生するとされている首都直下型地震も何時、東京

を襲うかわかりません。 

   被害を最小限にする為に街の基盤の総点検が必要だと考え、以下質問

致します。 

（１） ニュータウン地域での遊歩道の総点検が必要だと考えますが、見解   

を伺う。 

（２） 公園等の枯れ木が多く目につきます。伐採本数の予定を伺う。 

（３） 公園等での落ち葉の管理の現状について伺う。 

（４） 南豊フィールドの校庭の桜の木等、枯れ木の実態は危険だと危惧し 
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項 目 別 質 問 内 容 

ています。早急な伐採の対応が必要だと考えますが、見解を伺いま 

す。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１時１５分 

受 

付 

No.３ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 市長施政方針について 

 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 藤條 たかゆき 
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項 目 別 質 問 内 容 

 

１．市長施政方針について 

 

（１）はじめに 

 

 令和 7年度当初予算編成にあたり、物価高騰や人件費の上昇等の要因から、

予算要求段階で約 80 億円の乖離が生じ、大変厳しい予算編成の中で切り詰め

ながらも財政調整基金から 24 億 4 千万円を切り崩しての予算組みとなりまし

た。 

 

予算案説明の中でも、平和啓発事業における子ども達の被爆地派遣を宿泊費が

ピークになる時期からずらして予算を抑えるなどといった細かいところの努力

を積み重ねたものという説明もあり、大変な編成作業であったことも伺えまし

た。 

 

一方で、本当初予算で全てをお示しする市政運営には限界があるとして、年度

後半で改めて市民の暮らし、未来への投資につながる事業の提案を頂く予定と

のことで、これもかつてないことであり、まさに急速に変化する時代の流れに

対応していくスピード感と柔軟性に迫られていることを実感するところです。 

 

歳入に関しては過去最高を更新する見込みなど暗い話ではなく、むしろこれま

で 30 年間成長してこれなかった日本に、ようやくその明るい兆しが訪れたの

だと受けとめています。 

 

非課税世帯等への臨時給付金事業でも触れさせて頂きましたが 

しっかりと物価高騰などで生活に苦しむ世帯には手当てをしつつ、より公平性

公益性の高い予算執行を目指して頂きたいと思います。 

 

①本予算編成の中で継続しなかった主な事業と、その選定理由について伺いま

す。 

 

②年度後半での事業提案とはどういった形になるのか。 

未来への投資という表現であるが、新規での事業もあり得るのか。 

時代や社会状況、市民ニーズの変化をとらえた事業のアップデートに取り組む

としているが、その手法について伺う。 
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項 目 別 質 問 内 容 

（２）健幸まちづくりの推進 

 

 多摩市民の大きな関心事となっているのが日医大多摩永山病院の建て替え問

題でしょう。東京都は来年度予算において都内で救急患者を受け入れる民間病

院をはじめとして総額 300 億円超の財政支援を盛り込み、医療提供体制への安

定を確保するというニュースもありました。 

ただし、これはもちろん日医大多摩永山病院をピンポイントで支援するもので

はなく、公平性を考えれば広域的な支援策でもあり、残念ながらこのことで一

挙に財政問題が解決するようなことはないと言えるでしょう。 

それでも、本予算を組み立ててきたプロセスのように、こうした支援策を積み

上げてなんとか道筋をつけていけないかということは鋭意模索していかなけれ

ばなりません。 

 

①建て替え断念という本市への通知以後も、日医大多摩永山病院の経営層とは

定期的な連絡や協議の場などは設けているのか。細かい情報共有など、密にや

りとりができる信頼関係は維持・継続できているのか伺う。 

 

②東京都としても、一定の予算処置を行い財政支援に動き出そうとしている。

市内に現病院を有する多摩市としても、毎年のランニングコストを負担するこ

とは考えられないにしろ、建て替えに際して一定のイニシャルコストを拠出す

ること等に対して検討の余地はあるのか伺う。 

 

 

（３）市民の移動をとめない為に 

 

これまで、健幸まちづくりの取り組みの一環としてウォーカブル推進都市・多

摩を掲げてウォーキングコースを活用した、街歩きの促進も図ってこられまし

た。 

駅前にマップや路面標示を設置して、魅力的なウォーキングコースをＰＲした

り、より歩きやすいウォーキングコースとなるよう、コース上の公衆トイレの

洋式化や一部トイレットペーパーの設置など取り組まれております。 

 

また、本施政方針の「はじめに」から「むすびに」にかけて要所で自動運転バ

スなど、移動モビリティに関する実証実験についても触れられており、移動不

便（交通空白）地域の解消に向けた公共交通の再編・再構築に対する意欲も感

じ取ることができました。 
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項 目 別 質 問 内 容 

昨年末、多摩センター駅から京王多摩車庫前までの運航ルート（片道約

3.6km）を走行したレベル 2（運転手搭乗型）のティアフォー製の EV 自動運転

バス「Minibus」に乗車をさせて頂きました。 

 

5 年程前にも東京都が別の手法とルートで実験をされていましたが、色々と進

化は感じ取れたものの、やはり実験ばかりではなくトライ＆エラーでどんどん

アップデートしていかなければ社会実装は進んでいかないでしょう。 

 

行政もただ民間の技術開発や研究を待つのではなく、如何に便利に市民の足と

して利用してもらえるか、どういった場面での暮らしの移動のニーズにマッチ

しそうか等、市域全体を俯瞰した視点で毛細血管を張り巡らせるような交通網

を整えて頂きたいと思います。 

 

その際は消費者側も、今のサービスと比べて多少の不便は許容しないと普及し

ていかないということも認識しておくべきでしょう。もちろん、安全は担保さ

れなければなりませんが運転手不足や移動不便地域の解消に向けて、その手段

の一つにと大きく期待をしているところです。 

 

①ウォーカブル推進都市という標語は徐々に認知が広がりつつあるのを感じる

が、「歩くことを楽しもう！！ぶらてく City 多摩」はいまいち市民への浸透は

図れていないのではないか。アプリを活用した、「健幸ポイント」の取組につ

いて、習慣にまで落とし込んだ行動変容に繋がっているか、その効果測定につ

いて伺う。 

 

②移動の不安を抱えない「住み慣れた街でずっと暮らしたい」をかなえるた

め、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」に協力し永山地

域で実証実験の後、実用化に向けたシンポジウムも行ったとのことだが、その

成果と今後のアクションについて伺う。 

 

③国は、地域限定型の無人自動運転移動サービスを 2027 年度までに 100 カ所

以上の地域で実現するという目標が掲げられ、国土交通省は「地域公共交通確

保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）」として 100％の導入補

助をつける代わりに長期サービスを要件に入れた政策を打ち出しています。 

これを受けて、自動運転バスと地域公共交通の融合など、コミュニティバス路

線に自動運転を導入する自治体も現れています。 

実証実験としては多くの実績を有する本市であるが、社会実装に向けた今後の

取り組みと実現可能性について伺う。 
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項 目 別 質 問 内 容 

 

④例えば、子どもがサッカーや塾などの習い事をしたいと思っても、送迎の負

担が伴う習い事はハードルが高い共働き家庭も多いのが現状ではないでしょう

か。 

許可登録不要型の共助版ライドシェアが地域に走ることによって、子ども達の

選択肢が増え、親御さんのライフスタイルにもゆとりが生まれてくる。そんな

地域での好循環に繋がる事例も増えてきています。 

ライドシェアへの規制緩和や環境整備も整ってきつつある中、正しく制度を理

解し、様々な地域のステークホルダーと協議をしながら有効な選択肢の一つと

して捉えられているか、本市の現状と今後の展望について伺う。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１時３８分 

受 

付 

No.６ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 聖蹟桜ヶ丘駅周辺における活性化について 

  

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 石山 ひろあき 
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項 目 別 質 問 内 容 

１ 聖蹟桜ヶ丘駅周辺における活性化について 

現在、全国的に少子高齢化と人口減少が進む中で、自治体運営や自治体経営

は、これまでの考え方にとらわれず、スピード感と柔軟性を持った取り組みが

求められ、社会情勢や時代の流れを見極め、地域の状況変化に照らし見直して

いかなければなりません。 

そのためにも、地域と行政の協働が重要で地域コミュニティーは欠くことの

できないものと考えます。協働の観点で大切なのは、行政職員と地域住民や自

治会・商店会・青少協などと対話を重ねていくことが重要です。 

地域を衰退させることなく、維持・向上していくためには、お互いの顔が見

える関係づくりを構築して、地域に存在する課題を共有し、改善し、解決に向

けて取り組むことが求められています。 

聖蹟桜ヶ丘北地区では２０２３年１０月に大型タワーマンションが建ち、翌

年には商業棟サクテラスモールの営業が開始され、そして今年２月には、新た

な１７階建ての大型マンションの入居が始まり、多くの方が他の自治体から多

摩市に転入しています。 

他にも聖蹟桜ヶ丘駅近隣では、建設中のマンションがあり、さらに転入が見

込める状況の中で、聖蹟桜ヶ丘駅周辺を起点とした活性化を図ることが出来

る、この機会を逃すことがないように地域資源や子育て環境・防災・福祉・介

護・農業など、魅力ある街づくりを進めていただきたいと思い、いくつかの質

問をいたします。 

 

（１）聖蹟かわまちづくりの取り組みは、庁内において多くの部署が関わって

いるので目指す方向を共有し、役割分担した上で体制づくりや地域活性に向け

ていかなくてはなりません。以前市長も、かわまちづくりで創出される新たな

資源と市民や事業者、商店などをつなぐとともに、聖蹟桜ヶ丘のまちの新たな

価値と魅力を市内外に発信し、来訪者による日常的な賑わい創出を目指すと話

していましたが、新たな価値や魅力をどのように市内外に発信してきたか、ま

たその成果について伺います。 

 

（２）市長の施政方針では、かわまちづくりによる河川空間を中心とした賑わ

いづくりと一体となって、聖蹟桜ヶ丘地区の活性化に取り組むとありましたが

具体的な活性化案を伺います。 

 

（３）街の活性化や課題解決に向けて、地域との顔の見える関係づくりは一

見、遠回りのように見えて非常に効果的で行政職員と地域の対話は重要です。

地域の自治会や商店会の課題や問題点など、情報の共有はどのように行われて

いるかお聞きします。 
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項 目 別 質 問 内 容 

 

（４）街の賑わいを相乗効果的に創出していくには、地域の飲食店や小売店の

存在と協力は必要不可欠だと思いますが、飲食店や小売店と連携している取り

組みを伺います。 

 

（５）街をより知ってもらうために地場野菜の活用は効果的だと考えます。学

校給食以外で現在、農政担当が取り組んでいることをお聞きします。 
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答弁者 

一 般 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

２０２５年２月１３日 

多摩市議会議員 橋本 由美子 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

 

質問項目

１ 多世代に愛され、利用される公園とは 

       ・・・公園再編モデル事業から考える・・・ 

２ アルコールマナーと健康への配慮 

３ 高額療養費制度の上限引き上げは命の安全に直結 

 

 

  

市長・教育長等 

令和７年２月１３日 

午後９時１８分 

受 

付 

 

No.７ 



 2 / 4 枚 
 

 

 

項 目 別 質 問 内 容 

１．多世代に愛され、利用される公園とは 

       ・・・公園再編モデル事業から考える・・・ 

 ２０２４年４月、新たに「パークマネジメント計画」が示され、「公園施

設長寿命化計画」の改定がおこなわれました。計画書によるとパークマネ

ジメント計画とは、多摩市の公園・緑地全体に関する計画であり、公園の

あり⽅や効果的な公園管理運営⼿法、施設や樹⽊の維持管理⽅針を定め、

限られた財源の中で効果的な公園管理を⾏っていく計画であるとしていま

す。今まで掲げられた「多摩市みどりのルネッサンス」「愛でるみどりから

関わるみどり」など、多摩市には２００を超える公園があってそれが「多

摩市の魅力」であるという事はわかっていましたが、「具体的にどうなって

いくのか、何を市民に求めているのか」はわからないという声もありまし

た。パークマネジメント計画によると「機能再編を行う公園」の名まえや

地域が具体的に示され、「公園施設長寿命化計画」には今後の維持・改修の

視点も示されています。 

 今回、大谷戸公園と聖ヶ丘・諏訪地域を中心にすすめられている「公園

再編モデル事業」もその一環、スタートの事業ではないかと受け止めま

す。設置から３０年から５０年たった公園へのニーズは変化しているもの

もあれば、自分の身をおいて静かに過ごせる場所という基本的な思いもあ

ります。今回のモデル事業を中心に、多摩市の考え方をお聞きしたいと思

います。 

 

（１）優先的に機能再編を行う公園として示された８つの区域の順番や 

実施予定年度、また今回のモデル事業においてすでに実施された

「大谷戸地区」の社会実験で得られた内容。今後、諏訪地区での実

施後、住民とともにどのように「再編の確定」をおこなっていくの

か伺います。 

（２）維持管理コストの縮減は大きな課題であり、困難な課題です。すで

にある樹木には維持管理に手間のかかるものもあれば、なら枯れな

どの発生もあります。また、橋りょうのある公園もあります。市が

進める「コスト縮減」とはどのようなものなのでしょうか。 

（３）多摩市は９６箇所ある公園トイレを三分の二程度に集約し、改修し

て機能改善を図りたいとしています。一定の選択基準も示されては

いますが、聖ヶ丘第二公園のトイレのように、実際には「残してほ

しい」という切実な声がだされる所もあります。多摩市としてどの

ように判断していくのでしょうか。 
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項 目 別 質 問 内 容 

（４）市長は「愛でるみどりから関わるみどり」という言葉を今後の在り

方として積極的に発言をされてきましたが、現状での結果をどのよ

うに分析されているのか伺います。 

 

２．アルコールマナーと健康への配慮 

 お酒は古くから冠婚葬祭や神事などに用いられ、一つのコミュニケーシ

ョンツールとして使われてきました。お酒は場を盛り上げる役割を果たす

ことはありますが、一方で、時には依存症や生活習慣病など健康リスクも

懸念されるものとなっています。 

厚生労働省は昨年 2月に、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進

を図るため、国民それぞれの状況に応じた適切な「健康に配慮した飲酒に

関するガイドライン」を公表しました。また２０２４年からの健康日本２

１第三次でも「生活習慣病のリスクを高める量の飲酒者を減らすこと」「２

０歳未満の飲酒をなくすこと」が目標になっています。ガイドラインによ

ると男性は１日純アルコール摂取量４０ｇ、女性２０ｇ以上はリスクを高

める量としています。アルコールに関しては男女差があり、女性のほうが

アルコール中毒症や肝機能障害などリスクが高いことは科学的に明らかに

なっています。最近の国民健康・栄養調査の結果では、リスクを高める量

を飲酒している人は、男性では４０代から６０代で２割程度、女性では４

０代が１６．５％、３０代、５０代、６０代で約１２％という数字がでて

います。純アルコール量２０ｇはビール５００ｍｌ、缶酎ハイ３５０ｍｌ

と示されています。健康への配慮とアルコールマナーの観点で以下質問し

ます。 

 

（１）健康推進のため、飲酒に関して多摩市としてどのような啓発を行っ

ていますか。純アルコール量を意識した啓発を積極的に行うべきで

はないでしょうか。 

（２）２０１３年に健康障害対策基本法が成立後ビールのＣＭに関して

「登場人物は２５歳以上、喉元はアップしない、ゴクゴクの音響はや

める」という自主規制が行われています。と言ってもすれすれのもの

も多く世界基準に比べ緩やかです。「２０歳未満の飲酒をなくすこと」

を許す結果ともなっています。市長の見解を伺います。 

(３) 絶対に許されない飲酒運転についても、時にはモラルの問題とされが

ちですが、青少年を中心に市独自の教育や PR も必要ではないでしょう

か。考えを伺います。 
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項 目 別 質 問 内 容 

３．高額療養費制度の上限引き上げは命の安全に直結 

 政府は２０２５年度予算案に、低所得者も含めすべての所得層で上限を

引き上げる改正案を盛り込みました。法改定抜きにできるため、国民の命

と安心に直結する制度の改悪が強行されかねません。内容を見ると３段階

での引上げ案になっています。７０歳未満で年収約３７０万～７７０万円

の人は、現行の上限月約８万１００円を今年８月から約８１００円引き上

げようとしています。来年からは所得区分が細分化され、最終的に年収５

１０万～６５０万円の人は現行の１・４倍の１１万３４００円、６５０万

～７７０万円の人は１・７倍の１３万８６００円になります。年収１００

万円以下の住民税非課税の人の負担も引き上げる案になっています。  

がんなどで長期にわたり治療を受け、高額な医療費となる患者・家族に

とって、高額療養費制度は「命綱」です。全国がん患者団体連合会等か

ら、「仕事や日常生活を続けながら、大変な思いで医療費を毎月支払い続け

ている、負担上限引き上げでは生活が成り立たなくなる」という訴えが出

され、国会審議の場でも問題になっています。このような動きに対して多

少の変更も考えるとはしていますが、政府の引上げの方針が根本的に変わ

るわけではありません。 

 生命保険文化センターの調査では２４年度、２人以上世帯の８割が民間

の生命保険に加入し、その９５％が医療保険に入っています。国民の多く

が、思わぬ病気や事故への不安から高額な保険料を払っています。“公的保

険に頼れない”となれば、さらに自分で備えることになります。がんや交

通事故のリスクはどの世代にもあり、子育て世代の不安も大きなものがあ

ります。今回の改正で国の負担は、１１００億円削減される見込みとのこ

とです。逆に言えば、それだけの負担で、制度改悪は回避できます。逆に

充実こそ必要な制度です。 

 市民の命とくらしを守る多摩市として、今回示された「高額療養費制度

の上限引き上げ」の動きについての見解を伺います。 

 

資料要求欄（資料要求がある場合は、以下に記入してください。） 

① １－について、1月２５日実施の「ときめきフェス」の市民参加状況。 

② １－について、聖ヶ丘第二公園トイレのシール投票結果。 

③ １－(1)の８箇所の機能再編をどのような順で、いつごろまでに実施する

予定か。 

④ ２－(1)に関して実施している事業と対象者、人数。 

⑤ ３－について、多摩市国保における「高額療養費制度」の所得状況に応

じた利用実態と公費負担額。(３か年) 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１０時５１分 

受 

付 

No.８ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 教師も生徒も“安心できる”学校とは 

２ 「地域協創」のこれから 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 いぢち 恭子 
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項 目 別 質 問 内 容 

１ 教師も生徒も“安心できる”学校とは 

 教育現場の過酷な状況が社会問題となり、教員の「働き方改革」が叫ばれる

ようになってかなり経ちます。しかし、現在の改善状況はそれほど芳しいと言

えないように思います。最近の都内の教職員報告でも「1日あたりに必要な業

務削減時間は約 3時間」と聞いていますので、日々の長時間労働がいかに厳し

いものかが窺えます。 

 こうした現状を踏まえてか、東京都は来年度の予算原案の中で、子ども・若

者政策部分に過去最大となる約 2兆円を計上しました。給食の全面無償化な

ど、自治体として歓迎したい施策もありますが、今回の質問では主に教員の負

担軽減を図る取り組みについていくつか確認したいと思います。 

 もう 1つ、気になっているのは「朝の小 1の壁」問題です。過去、複数の議

員が取り上げたことですが、多摩市としてはあまり積極的な反応がなかったよ

うに記憶しています。 

子どもが小学校に入り登校時間が保育園児の時よりも遅くなるため、保護者

の通勤や子どもの朝の居場所に困難が発生することを「朝の小 1の壁」と言い

ます。親が出勤しなければならない家庭では、通勤スタイルの変更どころか転

職を余儀なくされるケース、もしくは子どもが家または校門の前などで一人待

機するケースがあるようです。 

 昨年、こども家庭庁がこの件について初めて実態調査に乗り出す方針を固め

た、との報道がありました。教師と生徒それぞれの学校生活の“質”を上げよ

うとする、さまざまな取り組みが打ち出されることに期待しつつ、その内容と

進捗状況について以下、質問します。 

 

（１）東京都の 2025 年度予算原案のうち、教員の働き方改革に関わるいくつ

かの施策について伺います。 

① エデュケーション・アシスタント 

副担任的な立場の事務補助スタッフ職ですが、都の補助を得て来年度も

継続と聞いています。多摩市での導入効果、生徒との関わり方、今後の

展望について伺います。 

② 業務の外部委託 

中教審が提示したいわゆる「業務の 3分類」に基づき、教員が担う必要

のない事業を外部委託すると聞いています。まずは 150 校での実施だそ

うですが、市内に該当する対象校はあるか、市として同様の取り組みを

模索する可能性はないかを伺います。 

③ 教育相談主任 

新たに設置された職種で、10 校のみの試行と聞いていますが、どのよ

うな役割を持つのでしょうか。設置の理由と、それによって教員の負担
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項 目 別 質 問 内 容 

軽減を進められる可能性について伺います。 

 

（２）朝の居場所を必要とする子どもは、どの自治体にも一定数存在するはず

です。以前あらたに議員が触れられていた三鷹市の例では、学校によっ

ては 1日に 100 名を超える子どもの利用があると聞いています。共働き

が当たり前となった今の社会で、本市だけがそうした風潮と無関係とは

思われません。子どもの安心・安全な生活を守るためにもぜひ考えてい

ただきたい、との観点から以下、質問します。 

① 前項で取り上げた都の来年度予算原案の中には、「平日朝の校庭を自由

な遊びやスポーツ活動に開放する」自治体への支援策もありました。こ

うした取組みが広がれば、子どもの朝の居場所に困っている家庭にとっ

ても心強いのではないかと思いますが、この施策はそもそもそうした目

的で始められるものなのでしょうか。また、ここに雨天の場合の代替案

は含まれていますか。 

② 「朝の小 1の壁」解消のため、既に一部の自治体では専用の人員を配置

し、登校時間前に開門して学童を校内で預かる取組みを行っています。

前述の三鷹市では、教員に今以上の負担をかけないよう、シルバー人材

センターに依頼しているようです。本市でもこの問題に本腰を入れて取

り組むべきではないかと考えますが、市側の認識を伺います。 

 

２ 「地域協創」のこれから 

 これまで「市民参画」や「地域委員会構想」といった形で進められてきた取

組みが、今の多摩市では「地域協創」の概念のもとに集約され、いよいよ本格

始動していく時期かと新年度を前に感じています。この取組みの前提となるの

は、「少子高齢化が進む社会で、行政だけでは市政運営を続けられない」とい

う現状認識だと理解していますが、一方で「楽しく・無理なく・1人の地域リ

ーダーに偏らないように」という打ち出しもあり、さまざまな工夫が必要なの

だなと想像します。 

 またもう一方では物価高騰等の社会情勢の厳しさがあり、これまで以上に予

算編成も慎重にならざるを得ないということが、市長施政方針で述べられてい

ました。先行き不透明さを増すばかりの現状、舵取りの厳しさも当然理解でき

ます。しかし今後、各事業の存続をよりシビアに図らなければならないとなる

と、市民の理解を得る努力もより重要になってくるのではないでしょうか。 

 代表質問でも触れましたが、財政民主主義を健全に保つためには、当初予算

で全体像を示し議会＝市民の理解を得ることが最も重要です。また、厳しい財

政の中で阿部市長の言うシビックプライドを醸成していくには、市民の側に

（大袈裟な表現かもしれませんが）「みずからも市政を担う一員である」とい
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う決意と気概を持ってもらう必要があると思います。 

 「開かれた市政」「市民参画型の市政」の実践へ向け、地域協創を推進する

ためのキーポイントについて 2点質問します。 

 

（１）市民の理解と協力を得るために必要なのは、まずクリアな情報共有と意

見交換だと思います。これまでも多摩市は、他市と比べてかなりていね

いに説明会や意見交換会を開いていると理解していますが、一方で時折

「聞いてもらっただけ」「アリバイ作り」という批判も耳にします。全

市民の意見や要望を聞くのは不可能に近いとは言え、これから色々と厳

しい話も多くなる中、どのように市民との信頼関係を育て積極的参加を

引き出していくのでしょうか。 

（２）本市に限りませんが、住民の高齢化は相当なスピードで進んでいます。

私の住む地域でも、市民活動をこれまで牽引してきた顔ぶれに変化が出

始め、自治会運営などの今後に懸念を覚えずにはいられません。医療や

介護にかかわる深刻な課題も増える中、地域協創の取組みを進める鍵は

どこにあると思われますか。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１１時４７分 

受 

付 

No.９ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ ２０２５年問題と健康増進策について 

 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 藤原 マサノリ 



 2 / 4 枚 

 

項 目 別 質 問 内 容 

１， ２０２５年問題と健康増進策について 

我が国の国民皆保険制度が大きな転換期を迎えると言われてきた２０２５問

題。言うまでもなく、今年は日本の人口動態において最大の集団である団塊の

世代（1947～49 年生まれ）の全員が７５歳以上、つまり後期高齢者となったの

です。 

その数、約 800 万人。認知症高齢者の数も、平成 24 年時点で約 462 万人でし

たが、現在は約 700 万人に達すると言われています。ここで当然懸念されるの

が医療や福祉に関する費用の増大であることは、今更申し上げるまでもありま

せん。高齢者一人当たりの年間医療費は平均で約９５万円。国民の全体の平均

である約３０万円の約３倍に当たります。７５～７９歳の一人当たりの年間医

療費だけ見ても約８０万円と、国民平均の約２，６倍です。また、要介護認定

率が７５歳ころから上がり始めるため、結果として医療費や介護費用が急増し

てくるのです。厚生労働省が発表した「令和 3年度 国民医療費の概要」によ

ると、平成元年に約 19,7 兆円だった国民医療費は、令和 3年度には約 45 兆円

となっており、2倍以上増加しているのです。今後もさらに増加するものと思わ

れます。 

介護給付費も現在の約１２兆円から、２０２５年には約２０兆円まで増加す

る見込みです。単に、財政面だけに焦点を当てれば、医療費増加に対する即効

性のある対策としては「税や保険料の値上げ」、または「給付の引き下げ（例え

ば、自己負担割合の引き下げ・保険対象範囲の縮小）」などが考えられますが、

これらはすべて国民の負担につながるものであり、限度があることも事実です。 

そこで、国や地方自治体では、病気の発症や重症化の予防。無駄な医療費の

削減などを通じて医療費の抑制を実施し始めています。つまり、ひとり一人の

健康のためにも、「生活習慣病の予防やがんの早期発見」「早い段階での治療を

通じた医療費抑制」にテーマを絞って、それぞれの対策に取り組む必要が急務

なのです。 

 

ところで、メタボと言う言葉を我々は良く口にしますが、改めてその定義を

ひも解けば、メタボとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異

常のうちのいずれか 2つを併せ持った状態を言うそうです。 

厚生労働省の調査によれば、４０～７４歳では男性の２人に 1人、女性の５人

に１人がメタボ該当者かその予備軍であるとのことです。メタボはそれを放置

することで重症化し、脳血管障害や糖尿病にまで発展する可能性があると言わ

れています。メタボと判定された人の年間医療費は、そうでない人と比べて平

均で 9万円も高いことがわかっています。計算上では、メタボ解消により最大

９６００億円の医療費削減、メタボ予防により最大約８８００億円の医療費抑

制が可能になるといわれているのです。自分自身のためにも予防対策が肝心な
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のです。仮に、メタボ該当者がその状態を放置していると糖尿病の発症リスク

が高まります。さらには、心筋梗塞や脳梗塞、そして最近は人工透析になるケ

ースが増えているのです。年間の糖尿病性腎症の透析導入患者数は約１万７千

人。そして、人工透析が必要な方の約半数が糖尿病性腎症の患者さんなのです。   

そして、人工透析をすることになった場合、一人にかかる年間医療費は約５

００万円。国全体で１兆数千億円の医療費が毎年費やされているのです。加え

て、日本人がかかる病気の重大なものとして「がん」があります。がんは２人

に１人がかかる病気と言われていますが、日本人のがん検診率は４０％前後で

あり、世界の主要国「OECD・経済協力開発機構」と比較しても最低レベルなの

です。むろん、がんの発症原因の半分以上が喫煙や食事といった生活習慣病で

あることを考えれば、まずは一人一人の生活習慣の改善が重要であることに疑

いはありません。とにかく、日頃からの生活悪習慣を是正し、定期的に検診を

受けることが肝心です。一人一人の心構えが多摩市全体の医療費の抑制につな

がり、やがては国家全体の医療費抑制にもつながるのです。こんにち日本人の

多くは健康でありたいと願い、食事にも運動にも個人差はあるものの、強い健

康志向を持っているといっても過言ではありません。そんな現状のなかで、ど

のように検診率を向上させるべきなのか伺いたいと思います。 

（１）２０２５問題について 

すでに２０２５年を迎えた現在、多摩市における２０２５年問題をどのよう

に把握し、どのような対策をとってきているのか。今後の未来における課題も

含めてお聞きします。 

（２）ビジネスケアラーへの支援について 

高齢者が増えることにより、仕事をしながら家族の介護をおこなう「ビジネ

スケアラー」の増加も予想されています。2030 年にはビジネスケアラーの数は

ピークを迎え、全国で約 318 万人になると推計されています。少子高齢化によ

り労働力が減少している若国において、介護が原因で仕事が十分にできない人

が増えると、生産性の低下や経済的な損失が問題となってきます。さらには「介

護離職」につながる可能性も大きく、社会全体に大きな影響を及ぼすことにな

るでしょう。ビジネスケアラーへの支援は、高齢化が進む多摩市にとっても重

要かつ喫緊の課題です。どのように考えているのか伺います。 

（３）がん検診の受診率が向上にむけて 

ちなみにがん検診を受けない理由に関して以前内閣府が行った調査によると

「時間がない」が３０，６％、続いて「健康状態に自信があり必要性を感じな

い」が２９，２％、「必要な時はいつでも医療機関を受診できる」が２３，７％、

「費用が掛かり経済的にも負担になる」が１５，９％という事でした。このよ

うな結果を見て、多摩市の現在の検診率と、今後取り組むべき課題はどのよう

なものであるか伺います。 
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（４）フレイル予防の大切さについて 

厚生労働省の「令和 3年度 介護保険事業状況報告」によると、２０２１年

度に要介護認定（要介護 1～5）を受けた人は約６８９，６万人となっています。 

２０００年度の要介護認定者２５６，２万人と比較すると、約 2，7倍にも達し

ています。今後も要介護認定者の増加が予想され、それに伴い、医療・介護費

用が国や自治体の財政を圧迫することも懸念されています。厚生省のでも、２

０２５年度の介護費の予想は１６，４兆円(GDP 比２，５％)と、２０１２年度の

８，４兆円の約２倍となっている。また、医療費についても２０２５年度予想

は５４，４兆円(GDP 比８，４％)～５４，９兆円(同８，５％)と２０１２年度の

３５，１兆円から大幅に増加しているのです。これ以上、介護費・医療費を増

やさないため、そして、自治体の財政負担を減らすためにもフレイル予防は早

急に取り組むべき重要な課題であります。 

多摩市として、フレイル予防の強化にどう取り組み、今後の課題をどのよう

にとらえているか伺います。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前７時１０分 

受 

付 

No.１０ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 新たなステージの公園を活かしたまちづくりについて 

２ 地下インフラの整備・点検について 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 あらたに 隆見 
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１ 新たなステージの公園を活かしたまちづくりについて 

 多摩市は緑や公園が多いことがセールスポイントでありますが、多くの公園

が設置から 30 年以上が経過し、更新費用や公園に対する住民ニーズの変化な

どに対応する必要が出てきました。市は昨年、多摩市パークマネジメント計画

を作成し、同時に公園施設長寿命化計画も改正を行い、新時代の公園に向けて

の歩みをスタートいたしました。 

その一つのシンボルでもある多摩中央公園の全面リニューアルオープンが間

近に迫り、期待に胸を膨らませています。 

 計画策定から１年がたち、いくつかのエリアで身近な公園でのワークショッ

プや新たな公園活用の社会実験も行われています。しかし、まだまだ市民の方

に多摩市の公園が生まれ変わっていくことが知られていないと思い、今回は公

園をテーマに取り上げることとしました。 

 この質問を契機に一人でも多くの方に新たな公園づくりに興味を持っていた

だき、市民とともに公園を活用したまちのにぎわいづくりに繋がればとの思い

で以下質問いたします。 

（１）多摩市では PFI 事業について過去にいろいろと検討を重ねてきましたが

実現には至りませんでした。やっと実現できたパーク PFI 事業である多

摩中央公園が改修整備を終え、いよいよ４月に全面リニューアルオープ

ンします。PFI 事業で行うその効果についてどのように考えているのか

また、来園者数などどのような目標を掲げているのかお伺いします。 

（２）多摩市パークマネジメント計画が発表になって 1年が経ちましたが、本

計画実現へ向けての市長の思いや、実際に進めて行く中で今後の課題を

どのように受け止めているのかお伺いします。 

（３）多摩市パークマネジメント計画では多岐にわたり取り組むべき内容があ

げられていますが、今後の進め方及び優先すべきこととしてどのように

捉えているのかお伺いします。 

（４）多摩市パークマネジメント計画及び公園施設長寿命化計画は 10 年の計

画ですが、本計画実現に向けて従来の緑を含めた維持管理費より一時的

に費用が掛かると推測されますが、予算確保に向けての考え方をお伺い

します。 

（５）グリーンライブセンターもリニューアルオープンされますが、今まで以

上に市民に愛され活用されることを望んでいます。今後の役割と運営手

法についてどのように進められているのかお伺いします。 

（６）多摩市の公園がより多くの人に「使われ活きる公園」になるためには、

現在進めています社会実験を踏まえて、新たな時代に合わせた公園利用

の拡充のため、多摩市公園条例改正も必要ではないかと思いますが、市

長の見解をお伺いします。 
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２ 地下インフラの整備・点検について 

 埼玉県で発生しました大規模道路陥没事故は近隣住民の生活に大きな影響が

出ました。また、巻き込まれた方の救出も困難を極め、改めて今後の地下イン

フラの整備・点検の重要性を感じた事故でした。 

 本事故の報道を受けて多くの市民からも多摩市は大丈夫なのかとの不安の声

も寄せられています。多摩市の状況を確認の意味で以下質問いたします。 

（１）多摩市でも以前に下水道管の破損でアスファルトが割れ道路が通行止め

になる事故がありました。下水道施設の老朽化対応はどのようにされて

いるのかお伺いします。 

（２）下水道設備で事故が起こった場合に、市民生活に影響が出る利用制限を

しないで済むような迂回措置等の対策はとれているのかお伺いします。 

（３）通常の道路点検では地下の空洞化は発見しにくいのですが、路面下等の

空洞化検査などはどのようにされているのかお伺いします。 

（４）地下には電気・水道・ガス・光ケーブルなど住民生活を支えているイン

フラが数多く整備されていますが、市内の整備状況は正しく掌握されて

いるのかお伺いします。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１１時２４分 

受 

付 

No.１４ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

1 予算要求時より乖離 80億円の財政難に市民の安心・安全を 

どのように確保するのか 

２ 多摩市の子ども政策と安全について 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 しらた 満 
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１ 予算要求時より乖離 80 億円の財政難に市民の安心・安全をどのように確

保するのか 

内閣府は、令和 6年 9月の月例経済報告において、「景気は、一部に足踏み

が残るものの、緩やかに回復している。」とし、先行きについては、「雇用・所

得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが

期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産

市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押し

するリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本

市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」としています。 

これまでの多摩市の財政は、歳入の根幹をなす市税収入は、前年度に引き続

き過去最高を更新しました。しかし国の景気の動向が市税収入に与える影響は

大きく、海外景気の下振れ等のリスクが指摘される中、社会・経済情勢をより

一層注視しなければならないのです。令和 6(2024)年度、中期財政見通しから

の令和７年度の一般会計の推計は、618 億 3000 万。今回の当初予算原案では、

686 億 5000 万。差は、68 億 2000 万円でありました。将来の見通しがつきにく

く物価高騰に税収の伸びが追い付かない、こうした見通しの難しさを踏まえ

て、以下質問いたします。 

 

（1）令和 7年度予算編成方針には、「多摩市はこれまでも市民の安全安心の確

保と市民生活支援を第一の責務とする中で、厳しい財政状況の中で生み出し

た財源を新たな行政課題への対応や未来への投資に配分し、市民や社会を取

り巻く情勢変化に柔軟に対応すべく、改めて職員一人ひとりが現状を認識し

たうえ、一丸となって新年度予算編成に取組むものとする。」とあります

が、優先順位のつけ方などについて、どのような議論をし、決定されてきた

のか、内容を伺います。 

 

（2）自動運転バスの走行実験を 2019 年と昨年に、そして小型モビリティの実

証実験も昨年行われましたが、多摩市の公共交通や将来の暮らしやすい街を

維持するために、どのように役立てられたのか、伺います。 

 

（3）高齢化が進む多摩市では、公共交通、高齢者の移動手段、そして病院の

連携が、地域社会の維持においてますます重要となっています。多摩市の見

解を伺います。 

 

（4）急な停電は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。多

摩市は、市民の安全確保と混乱を最小限に抑えるために、どのような対策を

講じる必要があるのか、伺います。 
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（5）ドクターヘリは、救命率向上や後遺症軽減を目的とした救急医療システ 

ムです。東京都では救急医療体制のさらなる充実化を図るため、令和 4年 3 

月 31 日から多摩地域で「東京都ドクターヘリ」の運行を開始しました。多 

摩市のランデブーポイント等の対応について、伺います。 

 

（6）下水道施設は、市民生活にとって重要な施設であります。2012 年 9 月定 

例会の私の一般質問の答弁では、「平成 23 年度末までの管渠改修延長は 2万

6247 メートルで全体の 72％となりました。平成 27 年度完了を目途に整備を

進めていきます。」とありますが、現在の状況を伺います。 

 

（7）熱中症対策として、また避難所ともなる体育館の空調設備整備を検討す

る際には、緊急防災・減災事業債（令和７年度までの時限措置）で３割の負

担でエアコンが設置できるものです。そして空調設備整備臨時特例交付金を

更に活用することで、効率的な整備が可能になるか伺います。 

 

２ 多摩市の子ども政策と安全について 

  多摩市ではさまざまに子どもまん中の政策が進められ、少子社会でも誰一

人取り残さない施策が展開されています。さらに保護者や地域の意見しっか

り聞きながら、充実させていくために、以下伺います。 

 

（1） 多摩市のいわゆる子ども政策は、子どもが増えるということだけが目標 

ではないと思いますが、多摩市の子どものウェルビーイングを市長はどのよ

うにお考えなのか、伺います。 

 

（2）少子化が加速する中で、学校統合や廃校など、近年の他県などでの先行

例ではどのようなことが考えられるのか、伺います。 

 

（3）朝早く出かけなければならない働く保護者にとって、登校前の子どもの

居場所は大きな課題となっていますが、学校の先生方には働き方改革もあ

り、先生方だけに任せられない現状から考えて、学童クラブの校内化や放課

後子ども教室などの充実を進める市としての解決策を伺います。 

 

（4）警視庁のホームページには和田駐在所が今でも機能している様に記載さ

れていますが、多摩市の市民はもとより通学路等の子供の安全を考えると一

刻も早い再開が待たれるところです。稲城市でも分署の配置などを市長を中

心に要望していると聞きますが、同じ管轄の多摩市の駐在所については、ど
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のようになっているのか、伺います。 

 

 

資料要求欄（資料要求がある場合は、以下に記入してください。） 

① 自動運転バス・小型モビリティ実証実験にかかった市の費用 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前１１時２２分 

受 

付 

No.１６ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ ふるさと納税に関する取り組みについて 

 

 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 渡辺 しんじ 
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１ ふるさと納税に関する取り組みについて 

「うさぎ追いし かの山 こぶな釣りし かの川 夢は今も めぐりて 忘れがたき 

ふるさと」 

本来、ふるさと納税とは、この唱歌「ふるさと」の歌詞に込められているよう

に生まれ故郷に想いを馳せ、自身のふるさとに感謝の気持ちで応援する寄附で

した。 

しかし、近年では節操がない返礼品競争が激化し、2023 年度、ふるさと納税の

寄付額は初めて 1兆円を突破しました。潤う自治体がある一方で、都市部から

は制度に対する懸念の声が上がっています。なかでも東京都および都内区市町

村の税収は著しく減少しており、2024 年度の減収額は 1899 億円にのぼると発表

され、国に抜本的な見直しを求めています。 

流出額が大きくなれば、住民サービスに支障をきたすことにもなりかねず、ふ

るさと納税の多い都市部ほど、こうした事態に陥るケースが多いわけです。 

2024 年の調査で、ふるさと納税に関する収支のマイナスが大きい自治体の順に

ランキングが発表されました。 

1 位は神奈川県横浜市で 298.1 億円のマイナス。控除額が 304.7 億円。 

さらに大阪府大阪市、神奈川県川崎市、愛知県名古屋市、東京都世田谷区を含

めた 5自治体が 100 億円以上のマイナスとなりました。 

気になる多摩市ですが、6.3 億円マイナスの 112 位です。 

全国、都道府県を含む 1788 自治体のランキングですので、かなり上位であると

言わざるを得ません。 

多摩市のこれまでの取り組みとして 

・WEB サイトや返礼品を活用した「ふるさと TAMA 応援寄附金」を開始 

・市内の事業者の方と連携し、新たな「地場産品」の発掘 

・企画政策部での来街促進策を市民経済部に事務移管し産業振興全般に活用 

・たま広報でふるさと納税による市税への影響を PR 

など、様々行ってきましたが、ふるさと納税に関する収支の差は広がる一方で

す。以前、松田議員が「ふるさと納税の流出額はこのままいけば 10 億円まで膨

らむ」と訴えていましたが、現実味を帯びてきました。 

また、地方交付税の不交付団体ということで、他の地方交付税交付団体と違い

75％の減収補填がされないというところが、非常に厳しい状況に置かれている

要因の一つと言えます。 

市長も全国市長会で訴え、地元選出の国会議員にも陳情をしていると聞いてい

ますが多勢に無勢、なかなか取り上げてもえないのが現状です。すぐさまこの

納税制度の見直しは難しいと言えます。 

そこで、多摩市のふるさと納税に関する現状、これからの取り組み、返礼品の

拡充、充実について以下、質問します。 
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(1)過去 5年間のふるさと納税に関する収支の推移を教えてください。 

 

(2)たま広報に掲載した、ふるさと納税が市税に影響を及ぼす内容の記事でど

の程度の効果があったか伺います。また、以前、松田議員が他の媒体を活

用して PR をしてほしいと提案がありましたが、その後の取り組みを伺いま

す。 

 

(3)「多摩市を応援したい！」という市民の想いを「ふるさとTAMA応援寄附金」

という形で受け付けています。使い道に事業指定や分野指定、または指定

なしと分けられますが、実績の状況を伺います。 

 

(4)返礼品の拡充、充実が少しでも収支のバランスをとるカギになると考えま

す。現在の返礼品メニューの中で人気の品を上位 10 位までのランキングで

教えてください。また、これから更に魅力ある返礼品を検討しているのか、

どのような手法でメニューに追加していくかを伺います。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１４日 

午前６時１２分 

受 

付 

No.１７ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 老人福祉館と児童館の市側の基本方針について 

２ さえずりの森の管理と安全対策の重要性について 

    

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 上杉 ただし 
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１．老人福祉館と児童館の市側の基本方針について 

コミュニティセンター、地区市民ホールなどのコミュニティ施設と児童館の

今後について、市側の基本方針（素案）にたいしての質問は去年の９月議会で

もやらせていただきました。市側の基本方針の決定がされる前に、再度市民の

声をお伝えしたく再度質問を行わせていただきます。 

公共施設の再配置については、2013 年に市側から発表された「公共施設の見

直し方針と行動プログラム」にて 4地域図書館と 4児童館の廃止が掲げられま

した。これに対して多くの市民から反対の声が上がり、市議会にも陳情等が出

されました。これらのことを受けて市側の方針が見直され、4地域図書館・4児

童館とも存続となった経緯があります。 

豊ヶ丘複合施設と東寺方複合施設（いずれも図書館、児童館、地区市民ホー

ル、老人福祉館の複合施設）では、今後の施設の在り方について話し合いが行

われてきました。今回示されたコミュニティ施設の「基本方針（素案）」では豊

ヶ丘・東寺方・諏訪の複合施設について、老人福祉館・地区市民ホールを廃止

し、コミュニティ会館とする案（諏訪はコミュニティセンターまたはコミュニ

ティ会館）が示されました。また児童館も「今後のありかた基本方針（素案）」

では「10 児童館を基幹館、地域館、アウトドア特化館、中高生館に再編成」し、

さらに「東寺方児童館は、愛宕児童館に統合し、規模の大きな児童センターに

する」ことなどが示されました。 

この基本方針の素案に対して、市民からはパブリックコメントをはじめ多く

の意見が寄せられました。特に、老人福祉館の廃止や東寺方児童館の統合につ

いては、地域住民にとって大きな関心事です。これらの施設は、地域の高齢者

や子供たちにとって重要な役割を果たしており、存続を求める声が強まってい

ます。 

今後のスケジュールとして、今年度中には基本方針を決定するとされていま

すが、これに先立ち、地域住民とのさらなる議論が必要です。特に、老人福祉

館の廃止が高齢者に与える影響や、東寺方児童館の統合による子供たちの利用

環境の変化について、具体的な説明が求められます。また、基本方針の素案に

は、コミュニティ施設の再編成に伴う新たな施設の利用方法や運営方針も含ま

れており、これらについても市民の意見を取り入れた形での最終決定が望まれ

ます。 

担当所管もこれまで地域住民への説明を複数回にわたり行い、市民の意見を

聞いてきたことを承知しています。しかし、市側の説明にたいして、地域住民

が望んでいる声が反映されていないという市民の声を多くいただきます。特に、

児童館の存続を求める声は和田や東寺方だけでなく、関戸や一ノ宮のほうから

も声が上がっています。今回の基本方針の素案は、地域住民の生活に直結する

ものであり、その影響範囲は広範です。市側は、住民のニーズを的確に把握し、
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地域コミュニティの発展に寄与する形での施策を講じることが求められていま

す。 

今後の議論がどのように展開し、最終的な基本方針がどのように決定される

のか、市民のみなさんはとても関心をもっておられます。市側に対しては、市

民との信頼関係を築きながら、地域の未来を見据えた持続可能なコミュニティ

作りをお願い致します。 

 

以上のことを踏まえて以下質問いたします。 

（１）老人福祉館が廃止されると、多くの高齢者が日常生活で困難を感じること

が増えるのではないでしょうか。その一例として、お風呂の問題があります。

高齢になると、身体の機能が低下し、お風呂に入るのも一苦労です。自宅で

お風呂を準備するためには、浴槽を洗ったり、お湯をためたりといった作業

が必要ですが、これらの作業は体力的にも大変な負担となります。特に、一

人暮らしの高齢者や身体的な制約がある方にとっては、毎日このような作業

を行うのはかなり大変です。 

その点、老人福祉館は高齢者にとって大きな助けとなっています。福祉館

には、いつでも利用できる温かいお風呂が用意されており、高齢者は自宅で

お風呂の準備に苦労することなく、安心して入浴することができます。この

ような施設の存在は、高齢者の健康維持や衛生管理にもつながります。何よ

りも、温かいお風呂に入ることでリラックスでき、心身のリフレッシュが図

れます。また、老人福祉館は単にお風呂を提供するだけでなく、高齢者同士

の交流の場ともなっています。同世代の人々と一緒にお風呂に入ることで、

孤独感を和らげ、社会的なつながりを感じることができます。福祉館内での

会話や交流は、精神的な健康にも大きなプラスとなり、日々の生活に彩りを

与えてくれます。 

このような意見はパブリックコメントの中にも、複数の方から寄せられて

いた要望なのですが、こういった市民からの意見を受けて、老人福祉館の廃

止ということについて所管の考えをお伺いします。 

 

（２）老人福祉館は高齢者にとって欠かせない存在です。廃止されてしまうと、

高齢者の生活の質が大きく低下し、健康面や精神面での影響も避けられませ

ん。市側には、このような高齢者の声を真摯に受け止め、高齢者が健やかに

生活できる環境を支えるための施設を存続させることが求められていると

おもいます。老人福祉館は、高齢者であれば利用が無料なため、将棋や囲碁、

身体を動かす体操やダンス、歌う会などをはじめとするさまざまなレクリエ

ーションや趣味の場として機能しています。 

こうした多彩なサークル活動は、高齢者の教養や趣味の拠点となり、日々



 4 / 6 枚 
 

 

項 目 別 質 問 内 容 

の楽しみや生きがいを提供しています。さらに、老人福祉館は単に娯楽や交

流の場を提供するだけでなく、高齢者が自発的に行動するための重要な役割

を果たしています。また、定期的に福祉館に足を運ぶことが、健康維持や精

神的な安定に寄与し、高齢者の自立を支える一助にもなっています。 

今後、老人福祉館が廃止され、コミュニティ会館あるいはコミュニティセ

ンターになると、サークル活動を継続して行うにあたって施設利用料という

お金がかかってしまうと、高齢者に対して経済的な制約が生じることが懸念

されます。特に、年金生活者や固定収入が限られている高齢者にとって、施

設利用料の支払いは大きな負担となりかねません。そのため、今まで気軽に

参加していたサークル活動やレクリエーションを控えるようになるのでは

ないでしょうか。所管の考えをお伺いします。 

 

（３）東寺方複合館の今後について協議を進めるにあたり、東寺方児童館を統合

するという方針は、市民の意見を十分に反映していない協議になってしまう

のではないかと思っております。東寺方複合館の今後について協議を進める

際には、市民の声を十分に反映し、地域のニーズに即したものであり、東寺

方地域の子どもたちが安全で充実した環境で育つことができるよう、地域特

性を踏まえたものになるよう考えていただきたいと思います。所管の考えを

お伺いします。 

 

（４）今回の基本方針に基づき東寺方児童館が愛宕児童館に統合されると、東寺

方地域に新たに児童館が必要な状況が生じた際に、迅速に対応できないの

ではないかという懸念があります。具体的には、地域住民のニーズや人口

動態の変化により、将来的に児童館の需要が増大した場合、既存の施設の

統合によってその需要に即座に応えることが難しくなることが考えられま

す。このことについて、所管の考えをお伺いします。 

 

２．さえずりの森の管理と安全対策の重要性について 

さえずりの森が多摩市の所有になってからおよそ20年が経ちました。この間、

永山駅前雑木林保全育成の会は活動を続けてきましたが、最初から活動してい

た会員も高齢化し、保全育成のための作業は月 2回行なわれていますが参加者

が４～５名と少なく刈払い機など機材を使えるメンバーも会の中に居ないため

保全のための活動が充分とはいえません。 

雑木林内は老木や朽ちた木が増え倒木や落枝の心配も増えてきました。団地

の住民が行き交う道路や車の往来のある道路に面して大木の枝がせり出し落枝

で人や車に危害が及ぶのを心配する住民もいます。 

雑木林内の木や草が手入れ不十分のままうっそうとした森になっていて、日
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光も充分に差し込まず貴重な植物が帰ってしまうのではないかと心配する人も

少なくありません。誰もが自由に入って散策できるような雑木林として保全し、

多摩の自然を大切にしながら楽しむ場所にできたらと願っています。 

現在の実情を考えると大木や老木の管理を保全の会だけに任せるのは難しい

のではないかと思います。長い年月の間に木は大きく成長しましたので、多摩

市として何らかの形で協力しこの雑木林の維持管理・育成に取り組んでいただ

きたいと思います 

 

以上のことを踏まえて以下質問します。 

（１）さえずりの森の中には、斜めに生えた樹木も散見されます。樹木が斜めに

生えると、重心が偏ります。通常、樹木は垂直に成長することで、重心が幹

の中心に位置し、安定した状態を保ちます。しかし、斜めに生えると重心が

ずれ、風や重力の影響を受けやすくなります。このため、強風や大雨などの

自然現象が発生した際に、倒れやすくなります。また、斜めに生えた樹木は、

幹や枝にかかるストレスも増加します。重力の影響で幹や枝が曲がりやすく

なり、内部の組織が損傷しやすくなります。このような損傷が蓄積すると、

樹木内部の空洞化や樹木全体の強度が低下し、倒壊の危険性が高まります。

こうした樹木に対しては定期的な点検と適切な管理を行う必要です。多摩市

も定期的に樹木管理については実施をしているという報告をこれまでの議

会質問でも伺っておりますがあらためて現状の課題についてお伺いします。 

 

（２）さえずりの森の樹木の一部は、電柱の高圧電線に架かっているものもあり

ます。樹木の枝が高圧電線に触れることで感電や火災、停電といった事故

が発生し、特に雨や湿気の多い環境下では感電の危険性が高まり、電気が

樹木を通過する際に発火することもあり、これが高圧電線を損傷させるこ

とで広範囲にわたる停電を引き起こす可能性があります。さらに短絡が生

じた場合には大規模な停電や電力設備の損傷などの事故が起こります。高

圧電線にかかった樹木の伐採は危険であるため、一般の樹木剪定を行って

いる業者では対応できないと思います。多摩市として、このようなケース

ではどのように対応しているのかお伺いします。 

 

（３）多摩市のさえずりの森の脇を通ってグリナード永山に抜ける通路は、木々

の葉が繁茂するため、夜になると樹木が周囲の明かりを遮って暗くなりま

す。この暗さは歩行者や自転車利用者にとって大きな危険をもたらします。

特に夜間の通行時に見通しが悪くなり、転倒や衝突のリスクも高まります。

樹木の間引きは、このような通路の安全性を確保するための一つの手段だ

と考えます。樹木が間引かれることで、通路に周囲からの光が届くように
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なり、夜間の視界が改善されるのではないかと思っております。この通路

についての所管としての認識をお伺いします。 

 

（４）さえずりの森からは少し離れますが、永山いちょう通りでは、いちょう並

木が黄金色に色づくのが遅れることがあります。その結果、イチョウの葉

と銀杏が寒い冬に歩道に落ちることが増えました。これにより、歩道が凍

結し、油分の多いいちょうの落ち葉と「ヌルヌル感」のある崩れた銀杏で

滑りやすくなります。特に視覚障がい者用の誘導ブロックにいちょうが散

乱すると、白杖や靴底での感触が歪められ、歩行の障害となります。さら

に、滑りやすい歩道は視覚障がい者だけでなく、高齢者にとっても転倒の

危険性が高まります。このような永山いちょう通りの状況についての所管

の認識をお伺いします。 
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答弁者 

質問項目 

令和７年２月１３日 

午後１１時２４分 

受 

付 

No.１８ 

一 般 質 問 通 告 書 

市長・教育長等 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

１ 東寺方複合施設の今後について 

２ 短すぎる学校の給食時間について 

３ 災害発生時の情報伝達について 

 

 

    

令和７年２月１３日 

多摩市議会議員 本間 としえ 
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1.東寺方複合施設の今後について 

⑴ 令和６年度、コミュニティー施設の今後のあり方に関する基本方針(素

案)と児童館の今後のあり方基本方針(素案)が示され、特に影響のある東寺方

複合施設近隣住民についても丁寧な説明会や意見交換が行われました。また、

パブリックコメントでは多くの方々の意見が出され、それに対する市の考え方

もネット上で公開されています。市民から寄せられたパブリックコメントを受

けて、市はどのように受け止め、各素案にどのように反映させるのかを伺いま

す。 

⑵ 東寺方複合施設２階の図書館内は、水漏れのため立ち入れないエリアが

ブルーシートで囲まれている状態が続いています。施設内の配管・空調等の老

朽化の状況が深刻であり、当面の期間利用可能を保証する修繕をすべきではあ

りませんか。 

⑶ 東寺方複合施設の今後の見直しが、今月から進められて行く予定で、地

域の方々の意識の高まりを感じます。多摩市が進める協創推進のモデルになっ

ていくことを期待しますが、エリアミーティングが施設検討とどのように関連

して動けるのか伺います。 

⑷ 図書館について 

① 今後行われる東寺方複合施設の地域住民との意見交換会において、図書

館についてはどのように話し合われるのでしょうか。 

② ライフスタイルの変化によって、特に就業者や学生にとっては昼間のみ

の開館では訪館が難しいため、夕方以降も開館の延長を求める声があります。

文部科学省の社会教育調査の公開値を見ますと、17 時台かそれより前に閉館し

てしまう図書館は漸減し、18 時より前に閉館してしまう図書館は、1974 年度

時点ではほぼ 2／3でしたが、2020 年度では 1／4になっています。また 19 時

以降の閉館図書館は 1974 年度には 2割足らずだったのが、2020 年度では 4割

強を示しています。それだけ図書館が夜遅くまで開館している、夜の来館者に

も対応する姿勢を示しています。多摩市としては 17 時以降の開館延長希望者

への対応をどのようにお考えでしょうか。 

③ 調べ学習をしたり、本に親しんだり、思索したり自主的な学習に集中し

たり、必ずしもそこにたくさんの図書が無くても、自分の時間が過ごせる、自

分と向き合い静かに過ごせる場所、地域住民のためのコミュニティースタディ

ールーム機能に重きを置いた図書館を提案いたしますが如何でしょうか。 

 

2.短すぎる学校の給食時間について 

令和６年度第 2回多摩市学校給食献立検討市民懇談会で、「中学生は時間が足 

りないため、おかわりできず量がたらない。帰宅後菓子パン等を食べるので、

給食はせっかく栄養バランスが取れているのにもったいない気がする」という
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ご意見に対して、「小学校は 40〜45 分(準備片付け含む)だが、中学校は 10〜15

分少ない」という回答が出されています。実際に食べる時間が 15 分間。学校の

一日のスケジュールを見直した時、授業時間などを確保するために削る候補と

して挙げられることが多いものは「給食時間」「休み時間」と言われています。 

学校給食法第二条には、「学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校に

おける教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めな

ければならない。 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むこと

ができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。」 

とあります。 

大切なことは 24 時間の中で、何にどの位の時間配分をするのか。学校で教える

基本的生活習慣の一つが食事ではないのでしょうか。15 分の食事で、食べるこ

とに関する関心や感謝の気持ちも生まれることなく、味わうということも忘

れ、彩や季節感を感じることなく口の中に詰め込み、早く食べる事が習慣にな

ってしまわないのか。今後、グローバルな社会に出てからマナーを守って楽し

い会話をしながら食事を楽しむことが出来るのか心配になります。上記を踏ま

え以下質問します。 

⑴ 現在多摩市内の小学校・中学校の給食時間をどのように考え、決めてい

るのか。また、それで学校給食法に掲げた目標を達成できるのか伺います。 

⑵ 「短すぎる給食時間」にはどのような弊害があるのか。また、食べる時

間を延長する工夫として考えられることがあれば伺います。 

 

3.災害発生時の情報伝達について 

⑴ Ｌアラートについて 

災害発生時に、地方公共団体等が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディア

を通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤

として、「Ｌアラート」があります。平成 23 年 6 月の運用開始以降、多くの情

報発信者・情報伝達者に活用されてきております。平成 31 年 4 月には全都道府

県による運用が実現し、近時の災害においては、速やかに避難指示の発令状況

等を配信するなど、災害情報インフラとして一定の役割を担ってきました。 

① Ｌアラートでは、避難情報入力において、各自治体でバラツキが指摘さ

れています。多摩市として、どのような組織体制となっているのか伺います。 

② 情報入力において、隣接地域との情報交換などを行っているか。また、

情報入力の手順などガイドラインのようなものがあるのか伺います。 

③ 都道府県と情報入力についてどのような取り決めとなっているのか伺い
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ます。 

⑵ 新総合防災情報システム（SOBO-WEB）について 

令和 4年 6月閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画において、

「防災」、「健康・医療・介護」、「教育」などをプラットフォーム整備に重点的に  

取り組む分野と位置付け、令和 7年度までに実装することを目標としました。 

 これに基づき内閣府防災では、防災関係機関が横断的に共有すべき防災情報 

を共通のシステムに集約し共有することが可能となることを目指した共通基盤

である防災デジタルプラットフォームを令和７年 12 月までに構築完了すること

を目指しています。新総合防災情報システム（SOBO-WEB）は災害情報を地理空

間情報として共有するシステムで、災害発生時に災害対応機関が被災状況等を

早期に把握・推計し、災害情報を俯瞰的に捉え、被害の全体像の把握を支援す

ることを目的としています。また、これまで国の機関しか利用できなかった旧

システムの操作性や扱うデータ量を大幅に強化し、地方自治体や指定公共機関

も利用できるようになりました。多摩市として、この新総合防災情報システム

の利用により、災害対応へどのような効果があるか伺います。 

 

 

 

 

資料要求欄 

 

① 各図書館の過去１年程度の時間帯別・日付別・入館者数 

② 各図書館の年間の貸出冊数と予約・リクエストの貸出冊数 

③ 市内各小学校・中学校別の準備片付け含む給食時間と食べる時間 
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答弁者 

一 般 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

2025 年２月 11 日 

多摩市議会議員 小林 憲一 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

 

質問項目

 

１ 障がい児・障がい者の権利実現をふまえた移動支援態勢をつ

くろう！…具体的には学校・学童クラブ、作業所等への移動

支援を可能にするために 

 

２ 戸建ての密集住宅地（たとえば、関戸２丁目、一ノ宮４丁目 

など）における側溝や生活道路の補修・整備のしくみを問う  

令和７年２月１１日 

午後１時３８分 

受 

付 

 

No.１９ 

市長・教育長等 



 2 / 5 枚 
 

 

 

項 目 別 質 問 内 容 

１ 障がい児・障がい者の権利実現をふまえた移動支援態勢をつくろう！…

具体的には学校・学童クラブ、作業所等への移動支援を可能にするために 

 

 「小学校・中学校、学童クラブに通うのに、移動支援が使えない」、「作業

所に行くのにも使えない。なぜなのか？」……これらは、ずっと以前から、

知的障がい児・障がい者たち（当事者たち）と保護者たち、また発達障がい

等の児童の保護者たちにとっては、「古くて新しい課題」です。 

 これまでも、この課題は、この議会でもたびたび取り上げられてきました。

近くは昨年の第３回定例会での決算審査、また第４回定例会の一般質問でも

取り上げられ、また私自身も、過去に一般質問で取り上げ、また個別の要求

をふまえて、所管にも当事者のご家族とともに、要望してきました。 

 多摩市で 2020 年に施行された「多摩市障がい者への差別をなくし共に安

心して暮らすことのできるまちづくり条例」の前文では、「（障がい者の）そ

の生きづらさや困難は、移動、買物、遊び、住まい、就労、医療、教育、災

害、意思疎通などのあらゆる場面で、障がい者を想定していない設備や条件、

障がい者への偏見などの社会のバリアが原因となって生じています。人には

皆異なる人格や個性があること、違いがあることを誠実に受け止め、多摩市、

市民及び事業者が協力してこのような状況を変えていかなくてはいけませ

ん」とし、また特に、障がい児・障がい者が教育を受ける権利については、

同条例第 15 条で「市は、前条に定めるもののほか、共生社会の実現に向け、

次に掲げる事項に取り組むものとする」とし、その第１号で「障害の有無に

かかわらず、全ての市民が個々の状況に配慮した教育を受けられるよう必要

な措置を講ずること」としています。 

 これまでの議会での議論、また知的障がい児・障がい者たちとその保護者

たち、発達障害の児童たちとその保護者たちによって届けられてきた議論を

経て、あらためて障がい児・障がい者たちの移動の権利をふまえて、その権

利擁護のための移動支援態勢をぜひとも構築してほしいというのが、今回の

質問の趣旨です。 

 以下、具体的に質問し、市長の見解を質します。 

 

(１)現状で、知的障がいや発達障がいの児童・生徒、また成人されている方

たちにとって、「学校や学童クラブ、作業所等に継続的に、年間を通して通

う」のに「使いにくい」移動支援制度になっているのはなぜなのでしょうか。

たとえば、国の制度設計による制約があるのでしょうか、お答えください。 

 

(２)上記を受けて、知的障がいや発達障がいの児童・生徒、また成人されて

いる方たちが、学校・学童クラブ等に通う、あるいは作業所等に通うことに

ついて、とても困難を抱えている、あるいは保護者等の責任・負担でそれを
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保障しなければならないことについて、市には、どのような要望が上がって

いるでしょうか。また、そのことと、現状の制度との矛盾について、見解を

うかがいます。 

 

(３) 知的障がいや発達障がいの児童・生徒、また成人されている方たちと

保護者等の要望からして、現状の制度に問題がある、あるいは改善の余地が

あるという見解を市が持っているとすれば、市として施策改善の意思はある

のでしょうか。お答えください。 

 

(４)前項の質問で、現状の移動支援制度の不備を補うため、市としての施策

改善の意思があるとすれば、その検討は、どの段階まで来ているのでしょう

か。また施策改善にあたって、障害になっていることは、どういうことでし

ょうか。 

 

(５)多摩地域のいくつかの市町村で、現状の移動支援制度の不備を補うため

の施策を講じている具体的施策の内容はどのようなものなのでしょうか。 

 

(６)移動支援のなかでも、通学、なかでも義務教育学校への通学の保障とい

うことでは、根本的には、市教育委員会にもそれを「保障する責任がある」

と考えます。そのことについての認識・見解、現状と改善の方向性等につい

て、以下、具体的にうかがいます。 

 

①まず、上記の市教育委員会の「通学の保障」全般についての認識・見解及

び現状についてうかがいます。 

 

②現状をふまえての改善の方向の１つとして、通学にあたって「移動支援」

を必要とする当事者への支援を、障害福祉課など「障がい児の移動支援」の

所管と協力・共同し、ガイドヘルパーの派遣、あるいはスクールバスの運行

など、必要な支援をおこなうことについて、見解をうかがいます。 

 

③もう１つの改善方向について、当事者が、自力で通学できる範囲の小・中

学校に「特別支援学級」を設置することについて、見解をうかがいます。 

 

④前項、前々項の改善方向について、その障害となるものは、どんなことで

しょうか。 
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２ 戸建ての密集住宅地（たとえば、関戸２丁目、一ノ宮４丁目など）にお

ける側溝や生活道路の補修・整備のしくみを問う 

 

 市内の戸建て住宅が密集している地域、たとえば、関戸２丁目とか一ノ宮

４丁目などの地域では、地域内の生活道路の側溝が落ち葉等で詰まった場合

や路面に穴が空いた等の場合には、その都度、住民が、市役所の担当所管に

連絡をして必要な対応をしてもらうということになっています。個々の住民

からの個別の要望には、これまで通り、的確、迅速に対応をおこなっていた

だきたいと思いますが、これらの「業務のシステム化を図る」、あるいは「定

期的な巡回、見回り等は必要ないのでしょうか」という要望も受けています。 

 これを受けて、あらためて、これらの業務への市の対応の現状、今後のと

りくみの方向性等について、以下、うかがいます。 

 

(１)側溝の「詰まり」等に対する対応の現状についてうかがいます。 

①個々の住民の要望を受けて、その都度、処理をするのが現状と思いますが、

その具体的な対応について、委託、直工なのかも含めて、説明をお願いしま

す。また、対応の頻度は、年間、どれぐらいなのでしょうか。 

②その都度、その都度、個々の住民の要望に応えるということのほかに、職

員による定期的な巡回、見回り等は、おこなっているのでしょうか。また、

その必要性についての認識をお答えください。 

 

(２)住宅地内の生活道路の破損等への対応の現状についてうかがいます。 

①個々の住民の要望を受けて、その都度、処理をするのが現状と思いますが、

その具体的な対応について、委託、直工なのかも含めて、説明をお願いしま

す。また、対応の頻度は、年間、どれぐらいなのでしょうか。 

②その都度、その都度、個々の住民の要望に応えるということのほかに、職

員による定期的な巡回、見回り等は、おこなっているのでしょうか、また、

その必要性についての認識をお答えください。 

 

(３)個々の住民から、個別に要望を受けて、これに応えることは、これまで

通り、的確、迅速におこなっていただきたいと考えますが、これに加えて、

「住民の要望や指摘があってから動く」というだけではなく、側溝の詰まり

や生活道路の破損個所を改修する「業務」をシステム化する必要はないので

しょうか。その必要性についてうかがいます。 
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項 目 別 質 問 内 容 

資料要求欄（資料要求がある場合は、以下に記入してください。） 

①質問１－(１)に関連して、「学校・学童クラブ、作業所」等、「通年で継続的

に通う」場合には、移動支援が使えないことになっている現状を規定している

国の制度、指導・助言等があるとすれば、その内容がわかるもの。 

②質問１－(２)に関連して、知的障がい児童・障がい者（当事者）の保護者、

また発達障害等の児童の保護者たちからの要望の一覧。 

③質問１－(４)に関連して、移動支援を担う現在の「登録事業者」等の一覧。 

④質問１－(５)に関連して、多摩地域の市町村での現状の移動支援制度の不備

を補うための施策を講じている具体的施策の内容一覧。 

⑤質問１－(６)に関連して、市内の小学校・中学校における特別支援学級の配

置状況。及びそれを地図に落としたもの。 

⑥質問２－(１)(２)に関連して、市内のうち、いわゆる既存地域における「戸

建て住宅の密集地域」一覧。 
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答弁者 

一 般 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

令和７年２月１４日 

多摩市議会議員 岩崎 みなこ 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

 

質問項目

１ リニューアル後のグリーンライブセンターについて 

２ まちづくりを尾根幹線沿線の唐木田地区から考える 

 

  

市長・教育長等 

令和７年２月１４日 

午前１０時４０分 

受 

付 

 

No.２０ 
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項 目 別 質 問 内 容 

１.リニューアル後のグリーンライブセンターについて 

 

現在、まだ、入園はかないませんが、近くに行くと遊具など見れる中央公

園の４月のオープンを、市民は楽しみにしていると感じます。一方、一昨年

７月にオープンした公園西側の中央図書館はいつ行っても年齢問わず多くの

人に利用されており中央公園も同じように、市民に愛されるのではと感じま

す。 

さて、中央公園がオープンするのと同時期４月、公園東側で長年みどりを

愛する市民が集い愛してきた改修中のグリーンライブセンターですが、多摩

市ホームページでは、改修工事中のため一時閉園していますがリニューアル

オープンする予定と掲載しています。それを見て、新たなステージの幕が開

くのを心待ちにされている市民の方も多いことでしょう。 

 

又、コロナ禍を経て市民の生活がなんとか落ち着き出したとはいえ、近年

の物価高に暮らしは楽ではないと感じている多くの市民にとって、無償で利

用可能な、図書館、公園、グリーンライブセンターが一体的にオープンする

ことは嬉しい事なのではないでしょうか。 

そのことを踏まえ、グリーンライブセンターについてお聞きします。 

 

⑴ ホームページではプロポーザルの最終結果が公開されています。

このように、受託候補者と次席者双方の事業者名や合計点数を公

開していますが、例えば「多摩市再生可能エネルギービジョン策

定支援業務委託」のプロポーザル選定結果についてのような詳細

の結果が添付されておりませんでした。 

事業者名が公開されているのであれば、なおのこと、内訳を公開

しないことは、公募頂いた事業者の名誉のためにも、次席の事業

者の納得感も得られないのではと危惧しますが、なぜ、点数の内

訳の報告書を掲載してないのでしょうか？ご認識を伺います。 

 

⑵ 議会への誠実な情報公開という点でお聞きしますが、プロポーザ

ルについて、９月議会の生活環境常任委員会において協議会案件

13 において、グリーンライブセンターの改修後の運営体制につい

て報告しています。しかし、公募型プロポーザルの最終報告のホ

ームページの掲載は 12 月 25 日付ですが、12 月議会の生活環境常

任委員会では特に経過報告がありませんでした。このプロポーザ

ルの結果はいつの時点で決定したのでしょうか。 
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項 目 別 質 問 内 容 

⑶ ２０２４年９月議会の補正予算の際、グリーンライブセンター改

修後について、みどりの拠点から環境の拠点という形で大きく一

歩進めていきたいと答弁しています。一方、生活環境常任委員会

の協議会資料によると、恵泉が培ってきた「園芸・緑化」に関す

る業務に加えてとあります。全く新しくというより、今までの蓄

積を大事にしたい。その上で、ということでいいのでしょうか。

ご見解をお聞きします。 

 

⑷ 恵泉大学さんの閉学は２年後です。新体制になるとしても、大学

や大学関係者との関係性を今まで同様、継続すべきと思うのです

が、ご見解をお聞きします。又、例えば、学校によっては閉学す

る際、蔵書など廃棄されることがあるそうですが、社会的財産と

もいえる恵泉さんの専門の書籍などについてコミュニケーション

をとることなどを要望しますが。いかがでしょうか。 

 

⑸ グリーンライブセンターが環境の拠点になる取り組みに繋がると

感じますが、2月 5日のたま広報において、「生物多様性を守るた

めには、まず地域の自然を調べることが重要です」として、昨年

４月に結成した「多摩市生きもの調査隊」によるスマホアプリ、

ｉNaturalist を使っての市内の生きもの調査について掲載してい

ます。36000 件もの情報があり 12 月末時点では 1500 種を超えた

ようですが、その素晴らしい市民による成果から市が果たすべき

役割について具体的な道筋をお聞きします。 

 

２．まちづくりを尾根幹線沿線の唐木田地区から考える 

 

第４０回多摩市政世論調査報告書によれば、多摩市を選んだ理由の１位

が「緑が多く、空気がきれいだから」で複数回答ですが、４割近い状況で

す。この結果は例年変わっていません。このことから、多くの市民は、多

摩市は、変わらず豊かな緑ときれいな空気のまちだと信じ、住み始めてい

るのではないでしょうか。しかし、緑多ききれいな空気の住環境と思って

住んだが何年か経つ間に、もし、周囲の住環境が変わってしまったらどう

したらいいのでしょう。市は、そのようなことがなるべくおきないような

まちづくりを進める責任があるのではないでしょうか。 

 

昨年の９月議会でデータセンターについて取り上げました。その際、市

に税収をもたらしてくれる大切な市民であるとしても、CO2 排出や排熱の
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項 目 別 質 問 内 容 

視点をもち、企業とは対等なパートナー関係として、コミュニケーション

を取ることが重要であると質しました。 

その後、議会の質疑を知った市民の方から連絡を頂き、工事の音、景

観、日照時間といった問題や親しみやすい商業施設などと異なることなど

を教えて頂きました。唐木田地域の尾根幹線沿いの新たな建設について、

お近くの住民が困られていないか聞いてみてはどうかとアドバイスも頂き

ました。その後、実際に尋ねたところ、工事の音がひどかったこと、夫が

精神的に参ったこと、工事事業者に直接かけあったこと、どうせ、何を言

っても仕方ないと思っていることなど、様々なお声を頂くことが出来まし

た。 

 

 そのことを踏まえ、以下質問します。 

 

⑴ 工事音や振動に対し、住民の方は一人で耐えたり、言ったりしてい

る実態がありました。市に言う発想はなかったとも言っていました

が、市に工事の苦情を訴えた市民の声があったのかお聞きします。

今後、建設工事等に際し、市は、住民に何かあれば遠慮せずご連絡

を下さいなどの投げかけはすべきではないでしょうか。 

 

⑵ 事業者は説明会を１度したそうですが、住民は専門家でないため、

法律用語、建築要件など理解が難しかったそうです。専門家でない

誰でもわかるような説明の仕方など合理的配慮の視点も含め事業者

に市は働きかけていくべきではないでしょうか。 

 

⑶ 建物の回りの植栽や非常時の電源確保の演習と思われる黒煙が発生

していることも住民から聞きました。唐木田地区計画の目標には、

良好な環境の住宅、周辺の自然と調和した新しい文化風土などと掲

げられています。尾根幹線道路沿いの土地は唐木田の住民にとって

南側に位置します。つまり、緑豊かな住環境が保障されると思って

住み始めた市民がどうして？と思ってしまうとしたら、まちづくり

を担い、地域住民を守る立場の市は事業者と常にコミュニケーショ

ンをとり上記のことなどについて確認する必要があるのではないで

しょうか。 

 

⑷ とりわけデータセンターは、窓もほとんどないような建物で完成

後、人の出入りがほとんどなくなる実態があります。完了検査後の

地域住民の不安に向き合えるのは市しかいないと感じます。そし

て、未だ、尾根幹線沿いに空いた土地があります。地域住民の権利
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として、住み始めた頃の景観、住み心地等が変わることに対し市は

どのような対応を取るおつもりか伺います。 

 

資料要求欄（資料要求がある場合は、以下に記入してください。） 

    

① 多摩市立グリーンライブセンター運営業務委託審査結果。点数

の内訳のわかるもの。 

 

② 多摩市立グリーンライブセンター運営業務委託の際の仕様書 

 

③ 以前、民間のドラッグストアなどが建てられていた尾根幹線の

八王子市を含む土地の活用計画についてわかるもの。 
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答弁者 

一 般 質 問 通 告 書 
 

 

下記の件について、質問いたしたく通告いたします。 

 

 

令和７年２月１３日 

多摩市議会議員 中島 律子 

 

多摩市議会議長 三階 道雄 殿 

 

 

質問項目

１ 学校給食の活用について 

２ 不登校児童生徒をもつ親へのサポートについて 

 

 

  

市長・教育長等 

令和７年２月１３日 

午後４時４０分 

受 

付 

 

No.２１ 
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項 目 別 質 問 内 容 

１ 学校給食の活用について 

こども家庭庁の調査によると、令和 6年 5月時点で学童保育の登録児童数

が過去最高の 151 万 9952 人になったことが明らかになりました。 

従来の共働き家庭だけでなく、経済事情の悪化による新たな共働きの増加、

また母子家庭や父子家庭の増加等により、放課後に 1人で留守番をさせたく

ないというご家庭が増えたこと、また、子供達にとっては楽しみでもある夏

休み、冬休み、春休みなど学校の長期休暇中においては、低学年の子どもを

朝から夕方まで家の中に 1人にしておくのは何かあったら心配だという保護

者が多く、学童保育の必要性は今後もますます高まることが予想されます。 

学童保育は今や働く親にとってはなくてはならない場所です。大人の見守

りがあるため安心安全な場所であり、異年齢の友達と交流ができたり、また、

長期休暇においては朝から預かってもらえることで規則正しい生活リズムを

保てるなどのメリットもあります。しかしその反面、『これから一ヶ月半早起

きしてお弁当をつくるかと思うと心が折れる』『こんな猛暑の中、朝作ったお

弁当を昼に食べさせるということに安全面、衛生面を思うと不安しかない』

など、長期休み（特に夏休み）に子どもを預ける保護者にとってお弁当作り

の大変さが全国的に問題となっており、そのニーズに応えようと、長期休み

の際に学童への給食提供を行っている自治体があります。確かに給食施設は

投資額が高額な割に土日祝日に加え春休み、夏休み、冬休みは稼働していま

せん。施設の有効活用という点と市民の皆様からも学童への昼食提供に関し

てのご要望があることから以下質問いたします。 

 

⑴ 給食センターを学校の長期休暇中に稼働させることは物理的に可能なの

でしょうか。稼働させるために問題となる点があれば伺います。 

 

⑵ 学童保育を利用の保護者からのニーズが高い『夏休みにおける学童クラ

ブへの昼食提供』については、都内では希望者にお弁当を業者に注文し

て配達してもらう形が多いようですが、八王子市では小学校給食調理室

の調理機能の活用及び学校給食センターを活用した配送により、学校栄

養士が栄養バランスを考えた献立で八王子産の食材を取り入れた温かく

ておいしい手作り昼食を学童保育所の児童へ提供する取り組みを行って

います。2月 11 日の読売新聞の記事には立川市が市内 40 ヶ所で開設さ

れている学童保育所で長期休業中に弁当を届ける配食サービスを始める

方針を決めたという記事がありました。今年の夏休みからの導入を目ざ

していて、保護者が弁当を用意する家事負担を減らし、猛暑で食中毒が

発生する衛生管理面の不安を解消するのが狙いだそうで、利用料は一食

500 円前後を見込んでいるそうです。また、こども家庭庁成育局成育環

境課が『放課後児童クラブの長期休業期間等における食事提供事例集』
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項 目 別 質 問 内 容 

という資料を作成しており、各地で行われている取組が紹介されていて

大変参考になりました。子育て支援として数日でもいいので長期休暇に

おいて昼食提供ができると保護者の心身の負担軽減になると考えます。

特に給食は栄養バランスにも優れ価格的にも利用しやすいためぜひとも

多摩市でも検討いただきたいと思いますが見解をお伺いします。 

 

⑶ 学校以外の場所、たとえば福祉事業所や高齢者施設にも希望があれば給

食を提供できるような仕組みを作れないかお伺いします。 

 

⑷ 不登校児童生徒の給食についてです。不登校児童生徒たちは給食を食べ

ていません。給食を停止しているご家庭と停止していないご家庭がある

と思いますが、その割合についてお伺いします。 

 

２ 不登校児童生徒を持つ親へのサポートについて 

文部科学省が公表した『問題行動・不登校調査』で、全国の小中学校で

2023 年度に学校を 30 日以上欠席した不登校の児童生徒は前年度から 4万

7434 人（15.7%）増の 34万 6482人となり、過去最多を記録しました。不

登校の増加は 11年連続で、10年前と比較すると小学生は５.4倍、中学生は

２.3倍増。不登校の内訳は小学校が 13万 370人（前年度比 24.0%増）、中

学校が 21万 6112人（同 11.4%増）。児童生徒全体に占める割合は３.7%で

す。多摩市においても、ゆうかり教室や愛宕スペースの開設など様々な不登

校対策を講じていますが、不登校対策は不登校児童生徒本人を対象にしたも

のになっているのが現状で、その不登校児童生徒の親に対する支援について

は残念ながら不足しています。私自身も我が子の不登校を経験してみて感じ

たことは、不登校問題は子どもだけではなくその親への支援も考えていかね

ばならないということ、我が子が不登校になっても 1人で抱え込まなくても

良い環境を整えておくことが必要と考え以下質問いたします。 

 

⑴ 不登校児童生徒を適切に支援していくためには家庭との連携が重要です

が、不登校児童生徒の支援においては家庭内で実質的に子どもと関わる

のは母親であることが多く、その母親に対しての支援も大変重要だと考

えます。保護者への支援ということに対しては以前も一般質問でお聞き

していますが、改めて保護者への支援についてどのように考えているの

か、新たな取組みなど今後計画されている支援などがあれば伺います。 

 

⑵ 不登校の親を対象にした調査を定期的に行い、どんな支援が求められて

いるか検討することが必要と考えますが、保護者の声を聞くなどの調査

は行われているか伺います。 
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⑶ 不登校になった親がまず望むことは様々な情報を入手したいということ

です。不登校になった子どもの世話をしながら仕事や家事をこなす生活

の中で必要な情報を調べることは容易ではありません。我が子にどんな

支援があるのか、個人で調べるには限界があるのです。以前にも要望し

ましたが、不登校児童生徒が利用できる制度や居場所についての情報を

民間のフリースクールなどの紹介も含め一覧表にして市の HP へ掲載し

ていただきたいと思いますが市のお考えをお伺いします。 

 

⑷ 不登校になった子どもの親は 1人で悩む事が多いですが例えば同じ境遇

の保護者と話す機会を設けることにより気持ちを吐き出し気持ちが軽く

なっていったり、子どもに対する対応方法を学ぶ機会にもなります。親

の居場所作りを積極的に行う事が結果として不登校児を持つ親支援の一

助として有効であると考えます。令和 6年 5月の一般質問でゆうかり教

室での保護者交流会についてお聞きしました。令和６年度は 2回開催の

予定とお聞きしましたが、それぞれの参加人数や、感想などがあればお

聞きします。 

 

 




